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第１章 計画策定の背景と目的 
 

第１節 計画策定の背景 
 

１ 国・都の動向から 

 

本事業計画の改定にあたっては、第６期事業計画でめざした目標や具体的な施策を踏まえ

るとともに、これからの社会保障や介護保険制度の動き、ひとり暮らしや認知症の高齢者等

の増加、災害時への対応等、近年の社会潮流を勘案しながら、地域包括ケアシステムの着実

な構築に向けた取り組みを進めていく必要があります。 

制度改正の主な動向には、次のようなものがあります。 

 

（１）地域包括ケアシステムの深化・推進 

平成２９年６月 2 日、「地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正

する法律」が公布され、平成３０年 4 月 1 日に施行されることになりました。  

この法律は、高齢者の方の自立支援と要介護状態の重度化防止、地域共生社会の実現を図

るとともに、制度の持続可能性を確保することに配慮し、サービスを必要とする方に必要な

サービスが提供されるようにするものです。 

 

Ⅰ 地域包括ケアシステムの深化・推進 

 １ 自立支援・重度化防止に向けた保険者機能の強化等の取り組みの推進（介護保険法） 

 ２ 医療・介護の連携の推進等（介護保険法、医療法） 

 ３ 地域共生社会の実現に向けた取り組みの推進等（社会福祉法、介護保険法、障害者総合支援法、

児童福祉法） 

Ⅱ 介護保険制度の持続可能性の確保 

 ４ ２割負担者のうち特に所得の高い層の負担割合を3 割とする。（介護保険法） 

※平成３０年8 月1 日施行 

 ５ 介護納付金への総報酬割の導入（介護保険法） 

※平成２９年8 月分の介護納付金から適用 
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（２）地域共生社会の実現 

平成２８年度には、厚生労働省に「我が事・丸ごと」地域共生社会実現本部が設置され、

高齢者、障がいのある人、子どもなど、全ての人々が、地域、暮らし、生きがいを共に創り、

高めあうことができる「地域共生社会」の実現に向けた取り組みが進められています。支え

手側と受け手側に分かれるのではなく、地域のあらゆる住民が役割を担い、支え合いながら、

自分らしく活躍できる地域コミュニティを育成し、福祉などの公的サービスと協働して助け

合いながら暮らすことのできる仕組みを構築することをめざしています。 

 

（３）「介護離職ゼロ」に向けた取り組み 

平成２８年６月２日に閣議決定した「ニッポン一億総活躍プラン」においては、身近な方

の介護をするために仕事を退職してしまう介護離職者が年間１０ 万人を超えていることを

踏まえ、介護をしながら仕事を続けることができるようなサービス基盤の整備が求められて

います。 

 

（４）認知症施策の推進 

認知症を有する高齢者の方の増加が引き続き見込まれる中、国は平成２７年１月に認知症

施策の基本的な考え方や更に取り組むべき内容を示した「認知症施策推進総合戦略（新オレ

ンジプラン）」をとりまとめました。今後、認知症施策をより一層推進させるため、介護保険

制度に新オレンジプランの基本的な考え方（普及・啓発等の関連施策の総合的な推進）を位

置づけることになりました。 

 

新オレンジプランの基本的考え方 

認知症の人の意思が尊重され、できる限り住み慣れた地域のよい環境で自分らしく暮らし続けることが

できる社会の実現を目指す。 

七
つ
の
柱 

① 認知症への理解を深めるための普及・啓発の推進 

② 認知症の容態に応じた適時・適切な医療・介護等の提供 

③ 若年性認知症施策の強化 

④ 認知症の人の介護者への支援 

⑤ 認知症の人を含む高齢者にやさしい地域づくりの推進 

⑥ 認知症の予防法、診断法、治療法、リハビリテーションモデル、介護モデル等の研究開発 
およびその成果の普及の推進 

⑦ 認知症の人やその家族の視点の重視 
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第２節 計画の目的 

 

１ 趣旨 

 
市では、「小金井しあわせプラン（第４次小金井市基本構想・基本計画）」を定め、福祉と

健康づくりのための施策大綱を「誰もが安心して暮らせる思いやりのあるまち」と定めてい

ます。 

介護保険制度においては、いわゆる団塊世代が７５歳以上となる２０２５年までに段階的に

地域包括ケアシステムを構築していくことを展望し、「地域における医療及び介護の総合的な

確保の促進に関する法律」の推進を見据えた介護保険事業計画の策定が求められています。 

本事業計画は、「小金井しあわせプラン」の理念を実現するために策定した第２期小金井市

保健福祉総合計画に包括された分野別計画であり、介護・医療・介護予防・住まい・生活支

援が一体的に提供される地域包括ケアシステムの強化充実をめざした計画として、介護保険

事業の推進、生活支援体制の整備、医療と介護の連携、高齢者相互や他世代との支え合いの

あり方や、高齢者の方が担い手として活躍する地域のしくみについて具体化していきます。 

 
２ 位置づけ 

 
本事業計画は、「小金井しあわせプラン（第 4 次小金井市基本構想・後期基本計画）」に

基づく計画であり、介護保険・高齢者保健福祉に関する総合計画です。 

また、保健福祉分野に共通する基本的な考え方を示す「地域福祉計画」に基づき、「健康

増進計画」、「障害者計画・障害福祉計画」、「のびゆくこどもプラン 小金井」と連携しま

す。さらに、関連分野計画の「地域防災計画」等とも連携を図ります。 

 
３ 法的根拠 

 
本事業計画は、介護保険法第 117 条に基づく市町村介護保険事業計画および老人福祉法

第２０条の８に基づく市町村老人福祉計画です。 

 

第３節 計画の期間 

 
本事業計画は、平成３０年度（２０１８年度）から平成３２年度（２０２０年度）まで

の３か年を計画期間とします。
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第２章 市の現状と課題 
 

第１節 統計資料から 
 

１ 高齢化の状況 

 

本事業計画における人口は、厚生労働省より各市区町村別に示された人口推計に基づき、

市独自で推計したものです。 

人口は、平成２９年度まで増加しています。第７期以降も人口は増加し、平成３０年に

は 121,332 人、平成３１年には 121,634 人、平成３２年は 121,936 人と推計されて

います。そして、平成３７年には 122,442 人と推計され、引き続き、増加傾向にありま

す。 

また、高齢化率も上昇し続けており、平成２９年には 21.０％となっています。高齢化

率は第 7 期以降も上昇を続け、平成３７年には 24.1％と、第６期事業計画初年度の平成

２７年と比べて 3.5 ポイント増加しています。 

年齢別にみると、前期高齢者（65 歳～74 歳）、後期高齢者（75 歳以上）ともに増加し

ており、平成２９年度の前期高齢者は 12,452 人、後期高齢者は 12,723 人となってい

ます。 

第 7 期事業計画期間においても高齢者の方は増加する傾向にあり、前期高齢者は平成３

２年度には 12,720 人、後期高齢者は 14,415 人と推計されています。 

なお、平成３７年になると、前期高齢者は 12,268 人に減少し、後期高齢者は 17,224

人に増加すると推計されています。（図表１） 

市の高齢者人口は、今後も増加する傾向にあり、特に後期高齢者が増加することから、

運動機能をはじめとした各種リスクに対する対応が、より重要になっていくことと考えら

れます。 
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図表１ 前期高齢者・後期高齢者別高齢者人口の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第6 期資料：住民基本台帳（外国人登録含む）（各年10月1日現在） 

第7 期以降資料：厚生労働省「第７期将来推計用の推計人口」に基づく市介護福祉課推計（各年10 月1 日現在） 
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２ 世帯 

 

平成２７年 10 月 1 日現在、市の一般世帯は 59,692 世帯で、うち 65 歳以上の世帯員

のいる一般世帯は 16,400 世帯と、一般世帯の 27.5％を占めています。（図表２） 

６５歳以上の世帯員のいる一般世帯のうち、高齢夫婦世帯は 5,204 世帯でその割合は全

国より低く、東京都と同程度となっています。また、高齢単身世帯は 5,590 世帯で、その

割合は東京都や全国より低くなっています。平成２２年と比較すると、６５歳以上の世帯

員のいる一般世帯、高齢夫婦世帯、高齢単身世帯の割合は、いずれも増加傾向にあります

が、東京都や全国に比べて増加率はゆるやかです。（図表３） 

 

図表２ 高齢者のいる一般世帯数の推移 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

図表３ 高齢者のいる一般世帯数の比較 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国勢調査 小金井市（各年10月1 日） 

東京都、全国（平成22 年、平成27年10月1日） 

(単位：世帯、％）

平成7年 平成12年 平成17年 平成22年 平成27年

一般世帯数 47,976 51,071 51,345 57,613 59,692
65歳以上の世帯員のいる一般世帯数 9,670 11,530 13,492 15,004 16,400

高齢夫婦世帯数(夫婦のみの世帯） 2,932 3,635 4,136 4,701 5,204
高齢単身世帯数(単独世帯） 2,099 2,969 4,218 4,937 5,590
その他の世帯数 4,639 4,926 5,138 5,366 5,606

20.2 22.6 26.3 26.0 27.5

6.1 7.1 8.1 8.2 8.7

4.4 5.8 8.2 8.6 9.4

一般世帯数に占める65歳以上世帯員の
いる一般世帯数の割合

一般世帯数に占める高齢夫婦世帯数の
割合

一般世帯数に占める高齢単身世帯数の
割合

(単位：世帯、％）

小金井市 東京都 全国

一般世帯数 59,692 6,690,934 53,331,797
65歳以上の世帯員のいる一般世帯数 16,400 2,064,215 21,713,308

高齢夫婦世帯数(夫婦のみの世帯） 5,204 582,081 6,420,243
高齢単身世帯数(単独世帯） 5,590 739,511 5,927,686
その他の世帯数 5,606 742,623 9,365,379

27.5 30.9 40.7

8.7 8.7 12.0

9.4 11.1 11.1

一般世帯数に占める65歳以上世帯員の
いる一般世帯数の割合

一般世帯数に占める高齢夫婦世帯数の
割合

一般世帯数に占める高齢単身世帯数の
割合

参考：平成22年と平成27年との比較 （％）

平成22年 平成27年 平成22年 平成27年 平成22年 平成27年

26.0 27.5 28.8 30.9 37.3 40.7

8.2 8.7 8.1 8.7 10.7 12.0

8.6 9.4 9.8 11.1 9.2 11.1

全国

一般世帯数に占める65歳以上世帯員の
いる一般世帯数の割合

一般世帯数に占める高齢夫婦世帯数の
割合

一般世帯数に占める高齢単身世帯数の
割合

小金井市 東京都
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３ 要介護・要支援認定者 

 

要介護・要支援認定者数は、平成２８年には 5,056 人と 5,000 人を超えました。 

第 7 期事業計画期間中の要介護・要支援認定者数は、平成３０年には 5,371 人、平成

３１年は 5,482 人、平成３２年は 5,595 人になると推計され、増加傾向にあります。 

そして、平成３７年の要介護・要支援認定者数は 6,086 人と、平成３０年と比較し、約

1.1 倍になると推計されています。（図表４） 

東京都と比べ、市は要支援１、要支援２、要介護１の方の構成比率が高く、一方、要介

護２から要介護５の方の構成比率は低くなっています。平成２６年に比べると、東京都は

大きな違いは見られませんが、市は要支援１の方の増加が比較的高くなっています。（図表

５） 

現在は、軽度の方が多くなっていますが、今後も心身の健康をできる限り維持できるよ

う、自立支援・介護予防・重度化防止への対応が必要と考えられます。 

図表４ 要介護・要支援認定者数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※第2号被保険者を含む。 

第6 期資料：介護保険事業状況報告（各年9 月末現在） 

第7 期以降資料：厚生労働省「地域包括ケア「見える化」システム」（各年10 月1 日現在） 

（単位：人）

平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 平成31年 平成32年 平成37年

要支援１ 911 956 983 996 1,014 1,033 1,103

要支援２ 642 688 651 714 733 751 818

要介護１ 1,155 1,145 1,172 1,232 1,256 1,284 1,384

要介護２ 707 729 838 782 802 820 897

要介護３ 513 528 554 563 569 581 640

要介護４ 508 545 532 580 593 602 665

要介護５ 462 465 496 504 515 524 579

計 4,898 5,056 5,226 5,371 5,482 5,595 6,086

推計現況
区分

911 956 983 996 1,014 1,033 1,103 

642 688 651 714 733 751 818 

1,155 1,145 1,172 1,232 1,256 1,284 
1,384 

707 729 838 782 802 820 
897 513 528 554 563 569 581 
640 

508 545 
532 580 593 602 

665 
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465 

496 504 515 524 

579 

4,898 
5,056 

5,226 5,371 5,482 5,595 

6,086 
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4,000

5,000

6,000

7,000

平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 平成31年 平成32年 平成37年

要支援１ 要支援２ 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５

（人） 推計

第７期第６期

≈  
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図表５ 要支援・要介護度別構成比の比較 

 

【平成29 年】 

  
 
 
 
 
 
 
 

※第2号被保険者を含む。 

 

資料：介護保険事業状況報告（平成29 年９月末日現在） 

※東京都は８月末現在。9 月末日現在の実数値が公表され次第、差し替え予定。 

 

 

 

【平成26 年】 

 

 

 

 

 

※第2号被保険者を含む。 

 

資料：介護保険事業状況報告（平成26 年9 月末日現在） 

 

 

図表調整中 
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４ 認知症高齢者 

 

認知症の方の割合は、高齢化に伴い、高くなりつつあります。平成２９年３月３１日現

在、市の要介護認定者（第 1 号被険者）4,980 人のうち、認知症高齢者の日常生活自立度

がⅠ以上の人は 3,564 人と、平成２６年の 3,265 人と比較して約３００人増加し、内訳

をみると自立度Ⅲ以上の人数が増加しています。（図表６） 

なお、厚生労働省によれば、認知症に罹患する方は２０１２年（平成２４年）には約４

６２万人（６５歳以上高齢者の約 7 人に 1 人）と推計されていましたが、２０２５年（平

成３７年）には約７００万人（６５歳以上高齢者の約５人に１人）と推計されており、増

加が見込まれています。 

 

図表６ 要介護認定者（第 1 号被険者）の日常生活自立度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
資料：介護福祉課（平成２６年３月３１日、平成２９年３月３１日集計数値） 

【平成29年】
（単位：人）

自立 Ⅰ Ⅱa Ⅱb Ⅲa Ⅲb Ⅳ M 転入 総計
男　性 475 304 143 259 216 55 116 33 8 1,609
女　性 941 572 319 515 488 157 298 65 16 3,371
合　計 1,416 876 462 774 704 212 414 98 24 4,980

【平成26年】
（単位：人）

自立 Ⅰ Ⅱa Ⅱb Ⅲa Ⅲb Ⅳ M 転入 総計
男　性 379 318 146 271 172 44 56 5 4 1,395
女　性 844 632 266 565 412 115 194 50 15 3,093
合　計 1,223 950 412 836 584 159 250 55 19 4,488

【参考】判定基準　　

ランク

Ⅰ

Ⅱ

Ⅱａ

Ⅱｂ

Ⅲ

Ⅲａ

Ⅲｂ

Ⅳ

Ｍ

夜間を中心として上記Ⅲの状態が見られる。 ランクⅢａに同じ

日常生活に支障を来たすような症状・行動や意思疎通
の困難さが頻繁に見られ、常に介護を必要とする。

ランクⅢに同じ

著しい精神症状や問題行動あるいは重篤な身体疾患
が見られ、専門医療を必要とする。

せん妄、妄想、興奮、自傷・他害等の精神症状や精神
症状に起因する問題行動が継続する状態等

家庭内でも上記Ⅱの状態が見られる。
服薬管理ができない、電話の応対や訪問者との対応
など一人で留守番ができない等

日常生活に支障を来たすような症状・行動や意思疎通
の困難さが見られ、介護を必要とする。

日中を中心として上記Ⅲの状態が見られる。

着替え、食事、排便、排尿が上手にできない、時間が
かかる。やたらに物を口に入れる、物を拾い集める、徘
徊、失禁、大声・奇声をあげる、火の不始末、不潔行
為、性的異常行為等

判断基準 見られる症状・行動の例

何らかの認知症を有するが、日常生活は家庭内及び
社会的にほぼ自立している。

日常生活に支障を来たすような症状・行動や意思疎通
の困難さが多少見られても、誰かが注意していれば自
立できる。

家庭外で上記Ⅱの状態がみられる。
たびたび道に迷うとか、買物や事務、金銭管理などそ
れまでできたことにミスが目立つ等
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第２節 アンケート調査から 
 

第 7 期事業計画の策定に向けた各種アンケート調査結果から、高齢者の方をとりまく現

状を整理すると、次のようになります。 

 

１ 生きがいのある充実した生活の支援 

 

（１）就労支援 

 

就労については、仕事をしている高齢者の方は 17.5％（※１）となっています。（図表

７） 

※１「シルバー人材センターの仕事をしている」5.2％と「シルバー人材センター以外の仕事についている」

12.3％の合計。 

仕事をしているか、仕事をする意思のある方に、今後、どのような形で働きたいか尋ね

たところ、自分の知識や技能をいかす仕事であれば働いても良いと考える方が 53.1％（※

２）となっています。（図表８） 

※２「自分の知識や技能をいかして、収入の多い仕事をしたい」15.7％と「自分の知識や技能をいかした仕

事ができれば、収入は少なくてもよい」34.6％と｢自分の知識や技能をいかした活動ができれば、収入

はなくてもよい｣2.8％の合計。 

 

図表７ 現在収入のある仕事の有無(全体) 

 

 

 

 

資料：介護予防・日常生活圏域ニーズ調査 

図表８ 今後の働きについての考え（全体） 

＜仕事をしているか仕事をする意思がある方＞ 

 

 

 

 

 

資料：介護予防・日常生活圏域ニーズ調査 

5.2 12.3 4.0 8.5 40.0 13.2 16.7全体（N=843）

(%)

仕事をしたいが、からだの具合が悪いので働いていない

シルバー人材センター

の仕事をしている 仕事をする意思がないので、働いていない その他

シルバー人材センター

以外の仕事についている

無回答

仕事をしたいが、仕事がないので働いていない

15.7 34.6 16.1

2.8 2.8 3.1

24.8全体（n=254）

(%)

地域に貢献できる仕事ができれば、

収入は少なくてもよい
自分の知識や技能をいかして、

収入の多い仕事をしたい
地域に貢献できる仕事ができれば、

収入はなくてもよい

その他

自分の知識や技能をいかした仕事が

できれば、収入は少なくてもよい 無回答

自分の知識や技能をいかした活動が

できれば、収入はなくてもよい
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（２）介護予防 

 

介護予防において重要な主なリスクについてまとめると、次のとおりです。（図表９） 

＜運動機能低下リスク＞ 

全体の 9.5％で、性･年代別では、男女とも年代が上がると、リスク者の割合が高くなり、

男女とも８５歳以上で３割を超えています。日常生活圏域別では、大きな差は見られません。 

＜転倒リスク＞ 

全体の 25.3％で、性･年代別では、男女とも年代が上がると、リスク者の割合が高くなり、

男女とも８５歳以上で4割を超えています。日常生活圏域別では、大きな差は見られません。 

＜閉じこもりリスク＞ 

全体の 9.9％で、性･年代別では、男女ともに８５歳以上で 2 割を超えています。日常生

活圏域別では、南東圏域が他の圏域に比べリスク者の割合がやや高くなっています。 

＜認知機能低下リスク＞ 

全体の 41.2％で、性･年代別では、女性の８５歳以上で 6 割、男性の８５歳以上で 5 割

台となっています。日常生活圏域別では、北東圏域がほかの圏域に比べリスク者の割合が

やや高くなっています。 

＜うつ傾向リスク＞ 

全体の 40.7％で、性･年代別では、男女とも８５歳以上のリスク者の割合が高く、85

歳以上の男女のおよそ半数を占めています。日常生活圏域別では、南東圏域がほかの圏域

に比べリスク者の割合が高くなっています。 

 

図表９ 「リスクあり」の人（全体、性･年代別、日常生活圏域別） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：介護予防・日常生活圏域ニーズ調査 

(%)
運
動
機
能
低
下

リ
ス
ク
あ
り

転
倒

リ
ス
ク
あ
り

閉
じ
こ
も
り

リ
ス
ク
あ
り

認
知
機
能
低
下

リ
ス
ク
あ
り

う
つ
傾
向

リ
ス
ク
あ
り

N=843 9.5 25.3 9.9 41.2 40.7

女性-65～74歳 n=256 2.7 21.5 9.0 43.8 44.9

女性-75～84歳 n=168 15.5 26.2 8.9 46.4 41.1

女性-85歳以上 n=53 35.8 45.3 24.5 60.4 49.1

男性-65～74歳 n=197 2.5 20.8 5.1 30.5 33.0

男性-75～84歳 n=119 7.6 27.7 11.8 36.1 38.7

男性-85歳以上 n=39 35.9 43.6 23.1 56.4 48.7

北西圏域 n=125 9.6 25.6 8.8 42.4 40.0

北東圏域 n=217 8.3 27.2 10.6 48.8 39.2

南西圏域 n=234 12.0 25.2 6.8 40.2 38.5

南東圏域 n=223 9.4 28.7 14.3 39.5 46.2

性
・
年
代
別

圏
域
別

日
常
生
活

全　　　体
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２ 地域で自立して暮らし続ける仕組みづくり 

 

（１）在宅生活の支援 

 

在宅介護を受けている方は、要支援１～要介護１が７割を占め、要介護度は比較的軽度

です。認知症自立度は、自立とⅠが半数近くとなっていますが、在宅介護が難しくなるⅡ

ｂが 15.5％、Ⅲが 18.4％おり、認知症の進行が懸念されます。（P.9 図表６より） 

介護予防・日常生活圏域ニーズ調査によれば、今後、暮らす場所として検討している住

まいは、「現在の自宅に住みたい」が約 7 割となっています。（図表 10） 

ケアマネジャー調査によれば、「定期巡回・随時対応型訪問介護看護」が利用しにくいと

感じられ、「夜間対応型訪問介護」と「短期入所生活介護」もあわせて、不足を感じていま

す。（図表 11） 

図表１０ 今後検討したい住まい(全体) 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：介護予防・日常生活圏域ニーズ調査 

 

69.9

2.5

4.5

1.2

6.3

3.1 1.4

11.2全体(N=843)

現在の自宅に

住みたい

家族（息子娘夫婦など）

の家に住みたい

特別養護老人

ホームに住みたい

サービス付き高齢者向け住宅に住みたい

無回答

(%)

有料老人ホーム

に住みたい

すぐに入居できる

施設等に移りたい

グループホームに

住みたい
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図表１１ 量的に不足と感じるサービス(全体：複数回答) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：ケアマネジャー調査 

 

40.0
30.8

27.7
26.2
26.2

18.5
16.9

15.4
12.3

9.2
9.2

7.7
7.7

6.2
6.2
6.2
6.2

4.6
4.6

3.1
3.1
3.1

1.5
1.5

0.0
0.0
0.0

18.5

0 10 20 30 40 50

定期巡回・随時対応型訪問介護看護

短期入所療養介護

小規模多機能型居宅介護

通所リハビリテーション

夜間対応型訪問介護

短期入所生活介護

看護小規模多機能型居宅介護

総合事業訪問型サービス

介護療養型医療施設

居宅療養管理指導

総合事業通所型サービス

訪問リハビリテーション

介護老人保健施設

訪問看護

特定施設入居者生活介護

認知症対応型共同生活介護（グループホーム）

介護老人福祉施設

訪問介護

認知症対応型通所介護

住宅改修・介護予防住宅改修

地域密着型特定施設入居者生活介護

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

通所介護

地域密着型通所介護

訪問入浴介護

福祉用具貸与

特定福祉用具販売

無回答

（%）

(N=65)
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（２）介護者の支援 

 

主介護者の方は、「子」64.0％、「配偶者」24.7％となっています。（図表１２） 

主介護者の方の性別は、女性 66.1％、男性 32.2％で、年代別では５０～６０代が 30％

台ずつとなっています。勤務形態は、就労している方が 30.1％、就労していない方が

41.4％で、全体として 50 代以上の方が多く、フルタイム勤務の主介護者の方には、男性

も多くみられています。（図表１２） 

就労している方のうち、介護のため仕事を調整している方は 61.0％です。（図表１２）

就労継続の可否については「続けていくのは、かなり難しい」は 5.9％、「続けていくのは、

やや難しい」は 8.1％、「問題はあるが、何とか続けている」は 50.7％であり、不安定な

状況で介護する方が多いことが考えられます。（図表１３） 

不安に感じる介護については、「問題はあるが、何とか続けている」方は「認知症状への

対応」（43.3％）に最も不安を感じており、次いで「外出の付き添い、送迎等」（35.8％）

となっています。「続けていくのは、やや難しい」、「続けていくのは、かなり難しい」と感

じている方は、「金銭管理や生活面に必要な諸手続き」（42.1％）に最も不安を感じており、

次いで「認知症状への対応」（36.8％）となっています。（図表１４） 

 

図表１２ 主な介護者の方 

（全体） 

 

 

 

 

 

 

 

資料：在宅介護実態調査 

（性別） 

 

 

 

 

資料：在宅介護実態調査 

配偶者
24.7%

子
64.0%

子の配偶者
6.3%

孫
0.0%

兄弟・姉妹
2.1%

その他
2.9% 無回答

0.0%

（n＝239） 

32.2 66.1

1.7

全体(n=239)

男性 女性 無回答

(%)
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（年代別） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：在宅介護実態調査 

 

 

（主な介護者の方の勤務形態） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：在宅介護実態調査 

 

フルタイムで

働いている
16.6%

パートタイムで

働いている
13.5%

働いていない

41.4%

主な介護者に確認

しないとわからない

2.7%

無回答
25.9%

(N=452)

0.0 

0.0 

1.3 

8.4 

31.8 

30.5 

12.1 

14.2 

0.8 

0.8 

0 10 20 30 40
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20代

30代

40代

50代

60代

70代

80歳以上

わからない

無回答

(%)

(n=239)
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（就労状況別・主な介護者の方の年齢） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：在宅介護実態調査 

 

（就労状況別・主な介護者の方の性別） 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：在宅介護実態調査 

（働いている主な介護者の方が、介護のために調整していること） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：在宅介護実態調査 

4.5 

2.3 

0.0 

9.1 

9.1 

7.0 

59.1 

45.5 

14.8 

18.2 

34.1 

37.4 

6.8 

6.8 

18.3 

2.3 

2.3 

22.6 

フルタイム勤務(n=44)

パートタイム勤務(n=44)

働いていない(n=115)

40歳未満

40代

50代

70代

(%)

60代 80歳以上

43.5 

11.4 

33.9 

56.5 

88.6 

66.1 

フルタイム勤務(n=46)

パートタイム勤務(n=44)

働いていない(n=115)

男性 女性

(%)

39.7

30.1

14.0

13.2

3.7

3.7

5.1

0 10 20 30 40 50

特に行っていない

介護のために、「労働時間を調整（残業免除、短時間勤務、

遅出・早帰・中抜け等）」しながら働いている

介護のために、２～４以外の調整をしながら働いている

介護のために、「休暇（年休や介護休暇等）」を取りながら

働いている

介護のために、「在宅勤務」を利用しながら働いている

主な介護者に確認しないとわからない

無回答

(%)

（n＝136）
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図表１３ 主な介護者の方の就労継続の可否に係る意識 

 

 

 

 

 

 資料：在宅介護実態調査 

図表１４ 就労継続見込み別 介護者の方が不安に感じる介護 

 (フルタイム勤務＋パートタイム勤務) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：在宅介護実態調査 

16.9 50.7 8.1 5.9 10.3 8.1全体（n=136）

問題なく

続けていける

問題はあるが、

何とか続けていける

続けていくのは、

やや難しい

続けていくのは、

かなり難しい

わからない
無回答

(%)

13.0 

8.7 

0.0 

8.7 

0.0 

0.0 

13.0 

8.7 

0.0 

21.7 

8.7 

13.0 

13.0 

4.3 

13.0 

26.1 

4.3 

7.5 

11.9 

1.5 

16.4 

3.0 

3.0 

13.4 

35.8 

3.0 

43.3 

4.5 

19.4 

20.9 

19.4 

11.9 

1.5 

1.5 

21.1 

26.3 

0.0 

26.3 

21.1 

10.5 

10.5 

21.1 

5.3 

36.8 

0.0 

31.6 

21.1 

42.1 

5.3 

0.0 

0.0 

0 20 40 60

日中の排泄

夜間の排泄

食事の介助（食べる時）

入浴・洗身

身だしなみ（洗顔・歯磨き等）

衣服の着脱

屋内の移乗・移動

外出の付き添い、送迎等

服薬

認知症状への対応

医療面での対応（経管栄養、ストーマ等）

食事の準備（調理等）

その他の家事（掃除、選択、買い物等）

金銭管理や生活面に必要な諸手続き

その他

不安に感じていることは、特にない

主な介護者に確認しないと、わからない
問題なく、続けていける（n=23)

問題はあるが、何とか続けていける（n=67)

続けていくのは「やや＋かなり難しい」(n=19)

(%)
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（３）認知症の方への支援 

 

認知症への関心は「とても関心がある」「関心がある」合わせると９割近くが関心をもっ

ています。 

また、認知症への備えについては、「医療や介護について、家族や周りの人に伝える」が、

前回の 39.3％から 46.2％と大幅に上昇しています。（図表１５） 

 

図表１５ 認知症への備え（全体：複数回答） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：介護予防・日常生活圏域ニーズ調査 

 

【参考】第６期小金井市介護保険･高齢者保健福祉総合事業計画策定に向けた調査（高齢者一般調査） 

（平成26 年度）より「認知症に備えたいこと」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39.3

23.6

20.5

17.3

15.8

4.5

25.9

6.5

0 20 40 60 

医療や介護について、希望を

家族や周りの人に伝える

信頼できるかかりつけの医師を見つける

自分に代わって意思決定してくれる人を決める

自分の遺産をどう処分するかを決める

医療や介護について、希望を書き記す

その他

特にない

無回答

(%)
全 体（N=1,077）

(N=1,077) 

（%） 

 

46.2

29.1

22.3

22.2

17.9

2.7

11.0

12.2

0 10 20 30 40 50

医療や介護について、希望を家族や周りの人に伝える

信頼できるかかりつけの医師を見つける

自分に代わって意思決定してくれる人を決める

自分の財産をどう処分するかを決める

医療や介護について、希望を書き記す

その他

わからない

特にない

（%）

（N＝843）
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（４）医療と介護の連携 

 

要介護度別訪問診療の利用割合は、介護度が上がるにつれて高くなっています。 

訪問診療を利用している方は、訪問系サービスの利用が 66.7％、通所系サービスの利用

が 27.8％で、訪問診療を利用していない方は、訪問系サービスの利用が 36.4％、通所系

サービスの利用が 68.2％となっています。（図表１６、１７、１８） 

 

図表１６ 要介護度別 訪問診療の利用割合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：在宅介護実態調査 

 

図表１７ 訪問診療の利用の有無別・サービスの利用の有無（訪問系、要介護３以上） 

 

 

 

 

資料：在宅介護実態調査 

 

図表１８ 訪問診療の利用の有無別・サービスの利用の有無（通所系、要介護３以上） 

 

 

 

 

資料：在宅介護実態調査 
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7.8 

18.0 
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30.0 

42.9 

69.2 

93.0 

92.2 

82.0 
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要支援２(n=103)

要介護１(n=100)

要介護２(n=  55)

要介護３（n= 20)

要介護４(n=   7)

要介護５(n= 13)

利用している 利用していない

（%）

66.7

36.4

33.3

63.6

0 20 40 60 80 100

利用している(n=18)

利用していない(n=22)

訪問系利用あり 訪問系利用なし

(%)

27.8

68.2

72.2

31.8

0 20 40 60 80 100

利用している(n=18)

利用していない(n=22)

通所系利用あり 通所系利用なし

(%)



Ⅳ 第 7 期介護保険・高齢者保健福祉総合事業計画                                             

- 210 - 

現在の自宅に

住みたい
59.9%

家族（息子娘夫婦

など）の家に住み

たい 3.8%

特別養護老人

ホームに住みたい
8.8%

グループホームに

住みたい
0.6%

サービス付き高齢

者向け住宅に住

みたい 3.5%

有料老人ホーム

に住みたい
4.7%

すぐに入居できる

施設等に移りたい
1.8%

無回答
16.8%

（５）住まいに関する支援 

 

住まいについては、今後も現在の自宅に住み続けたい方が 59.9％に上っています（介護

予防・日常生活圏域ニーズ調査では 69.9％）。（図表１９） 

在宅生活を続けるための条件は、在宅でも緊急時に対応してくれる医師が必要(47.5％)

との回答が最も多く、そのほか、住まいの困りごと、費用負担への対応等が求められてい

ます。（図表２０） 

 

図表１９ 検討している住まいがあるか(全体) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

資料：介護保険サービス利用意向調査 

図表２０ 在宅生活を続けるための条件(全体：複数回答) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：介護保険サービス利用意向調査 

（N＝339） 

47.5

42.8

34.5

34.5

32.4

28.6

21.8

2.7

21.5

0 10 20 30 40 50

自宅に定期的に訪問したり、緊急時にも対応してくれる医師がいること

食事の用意など調理や配食などのサービスがあること

見守りやゴミ出しなどの生活支援サービスがあること

介護にかかる費用負担を軽減できるような仕組みがあること

24時間いつでも訪問したり、介護してくれるサービスがあること

自宅の近くで長時間介護が受けられ、必要に

応じて宿泊することができるサービスがあること

介護に適した住宅に改修できること

その他

無回答

(%)

（N＝339）
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３ 地域で支え合う仕組みづくり 

 

（１）地域づくり活動 

 

地域づくり活動に参加したい方は 67.３％、企画・運営で参加したい方は 41.7％と高く

なっています。（図表２１） 

参加意向については北東圏域で高く、企画運営意向については南西圏域で高くなってい

ます。南東圏域は、参加意向、企画運営意向いずれも低い割合となっています。（図表２２） 

 

図表２１ 地域づくりを進める活動に参加者または企画・運営者として参加したいかどうか(全体) 

 
 

 

 

 

資料：介護予防・日常生活圏域ニーズ調査 

 

図表２２ 地域づくりを進める活動に参加者または企画・運営者として参加したいかどうか(圏域別) 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：介護予防・日常生活圏域ニーズ調査 

12.9 

4.2 

54.4 

37.5 

30.6

56.3

2.0

2.0

参加者として(N=843)

企画・運営として(N=843)

(%)

是非参加したい 無回答参加してもよい 参加したくない

【参加者として】 (%)

是
非
参
加

し
た
い

参
加
し
て
も

よ
い

参
加
し
た
い

（

再
掲
）

N=843 12.9 54.4 67.3 30.6 2.0

北西圏域 n=125 17.6 49.6 67.2 31.2 1.6

北東圏域 n=217 12.0 64.5 76.5 22.1 1.4

南西圏域 n=234 15.4 54.3 69.7 29.1 1.3

南東圏域 n=223 8.5 49.3 57.8 39.0 3.1

全　　　体

圏
域
別

日
常
生
活

参加したい 参
加
し
た
く

な
い

無
回
答

【企画･運営者として】 (%)

是
非
参
加

し
た
い

参
加
し
て
も

よ
い

参
加
し
た
い

（

再
掲
）

N=843 4.2 37.5 41.7 56.3 2.0

北西圏域 n=125 6.4 36.8 43.2 56.0 0.8

北東圏域 n=217 3.7 35.0 38.7 59.9 1.4

南西圏域 n=234 4.3 43.2 47.4 51.3 1.3

南東圏域 n=223 2.7 35.0 37.7 58.7 3.6

圏
域
別

日
常
生
活

全　　　体

参加したい 参
加
し
た
く

な
い

無
回
答
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（２）社会参加と居場所づくり 

 

地域・サークル活動への参加率は、ボランティア 17.0％、スポーツ 31.1％、趣味 36.7％、

学習・教養サークル 19.5％となっています。圏域別にみると、活動頻度の平均は、比較的

北西圏域が高く、南東圏域では低い割合となっています。 

また、地域の中で利用したい居場所として最も多いのは、日中の好きな時間に気兼ねな

く集まれる居場所（37.7％）であり、次いで健康づくりやレクリエーションなどのプログ

ラムが用意してある居場所（28.8％）、住んでいる地域に関係なく、市内の好きなところ

に顔を出せる居場所（25.7％）の順となっています。（図表２３、２４） 

 

図表２３ 利用したい居場所(全体：複数回答) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：介護予防・日常生活圏域ニーズ調査 

 

図表２４ 利用したい居場所(圏域別：複数回答) 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：介護予防・日常生活圏域ニーズ調査 

(%)
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意
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、
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用
具

等
の
娯
楽
用
具
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て
あ

る
居
場
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世
代
間
の
交
流
が
で
き
る
居

場
所

そ
の
他

居
場
所
は
特
に
必
要
な
い

無
回
答

N=843 9.8 25.7 12.2 37.7 28.8 14.0 9.1 2.0 18.5 12.0

北西圏域 n=125 12.0 30.4 15.2 41.6 28.8 11.2 5.6 5.6 19.2 7.2

北東圏域 n=217 7.4 26.3 14.7 43.3 29.0 18.4 10.6 0.9 16.6 10.1

南西圏域 n=234 14.5 26.1 10.7 37.2 32.5 14.1 9.4 2.1 14.5 14.1

南東圏域 n=223 7.2 21.1 10.8 31.8 27.4 11.2 9.4 0.9 24.2 11.7

圏
域
別

日
常
生
活

全　　　体

37.7

28.8

25.7

14.0

12.2

9.8

9.1

2.0

18.5

12.0

0 10 20 30 40

日中の好きな時間に気兼ねなく集まれる居場所

健康づくりやレクリエーションなどのプログラムが用意してある居場所

住んでいる地域に関係なく、市内の好きなところに顔を出せる居場所

本、パソコンや将棋用具等の娯楽用具が置いてある居場所

決まった曜日や時間に集まれる居場所

町会・自治会単位で集まれる居場所

世代間の交流ができる居場所

その他

居場所は特に必要ない

無回答

(N=843)
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（３）高齢者の見守り支援 

 

ひとり暮らし世帯の割合は、介護予防・日常生活圏域ニーズ調査では 18.5％、在宅介護

実態調査では 38.1％、介護保険サービス利用意向調査では 29.2％となっています。 

介護予防・日常生活圏域ニーズ調査、介護保険サービス利用者意向調査では、ひとり暮

らしになった場合に利用したい見守り支援は、安否確認や緊急通報システムの利用希望が

高くなっています。（図表２５、２６） 

 

図表２５ 利用したい見守り支援(全体：複数回答) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：介護予防・日常生活圏域ニーズ調査 

 

図表２６ 利用したい見守り支援(全体：複数回答) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：介護保険サービス利用意向調査 

36.9

34.5

32.7

27.4

23.6

11.4

7.1

4.0

14.7

0 10 20 30 40

定期的に配食サービスを提供することで、
配達業者が安否確認をしてくれる

緊急通報システム(ペンダント型発信器等)の貸出や
日常的に使う家電等に緊急通報装置を設置してくれる

民生委員やボランティア等が定期的に自宅を訪れ、声かけをしてくれる

定期的に電話をし、安否確認をしてくれる

定期的に携帯電話かパソコンにメールが送信され、返信をする

定期的に牛乳配達をすることで、配達業者が安否確認をしてくれる

定期的に理容助成券の給付を受けるために
市役所に出向くことで、市職員が安否確認をする

その他

無回答

（%）

（N＝843）

42.5

33.0

29.8

24.2

11.2

9.1

4.1

9.1

19.2

0 10 20 30 40 50

民生委員やボランティア等が定期的に自宅を訪れ、声かけをしてくれる

緊急通報システム(ペンダント型発信器等)の貸出や、

日常的に使う家電等に緊急通報装置を設置してくれる

定期的に配食サービスを提供することで、

配達業者が安否確認をしてくれる

定期的に電話をし、安否確認をしてくれる

定期的に牛乳配達をすることで、配達業者が安否確認をしてくれる

定期的に携帯電話かパソコンにメールが送信され、返信をする

定期的に理容助成券の給付を受けるために、

市役所に出向くことで、市職員が安否確認をする

その他

無回答 (N=339)

（%）
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４ 介護保険事業の推進 

 

（１）地域包括支援センター機能の充実 

 

地域包括支援センターのことを知らないと回答した方が 47.9％となっています。（図表

２７） 

地域包括支援センターへ期待することについては、困難事例の相談が 70.8％と最も多く、

次いで多職種協働・連携による包括的・継続的ケアマネジメント支援 40.0％、高齢者の虐

待防止・権利擁護 36.9％の順となっています。（図表２８）  

 

図表２７ 地域包括支援センターを知っているか(全体) 

 

 

 

 

 

 

 

資料：介護予防・日常生活圏域ニーズ調査 

 

図表２８ 地域包括支援センターに期待すること(全体：複数回答) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：ケアマネジャー調査 

知っている

49.0%
知らない

47.9%

無回答

3.1%

(N=843)

70.8

40.0

36.9

29.2

29.2

24.6

23.1

20.0

20.0

18.5

4.6

6.2

0 10 20 30 40 50 60 70 80

困難事例の相談

多職種協働・連携による包括的・継続的ケアマネジメント支援

高齢者の虐待防止・権利擁護

市役所などへの要望事項の取りまとめや仲介

ケアマネジャーに対する個別指導・相談

介護予防ケアマネジメント（要支援者の介護予防ケアプラン）を通じた介護

予防

地域支援事業を通じた介護予防

地域包括支援センター内の担当区域におけるケアマネジャーのネットワー

クづくり

要援護高齢者の実態把握と対応

フォーマルサービスとインフォーマルケアの調整

その他

無回答

（%）

(N=65)
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（２）人材育成 

 

事業所におけるケアマネジャー数は、１事業所あたり 3.44 人で、平均在職年数は５～

６年となっています。離職した方の割合は 13.9％で、離職理由としては、人間関係、働き

がいなどの理由が多くなっています。 

コンプライアンスを前提とした信頼形成のためには、「人材育成」に力を入れたいと考え

る事業所が多くなっています。（図表２９） 

 

図表２９ 信頼を得るために大切なこと(全体：複数回答) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：介護保険サービス提供事業者調査 

 

 
65.5

65.5

48.3

44.8

43.1

36.2

34.5

32.8

32.8

24.1

19.0

17.2

5.2

5.2

0 10 20 30 40 50 60 70

人材育成（研修・学習会）

利用者への対応

サービス内容の充実

人材確保

経営理念・ビジョンの確立

情報収集及び提供方法

個人情報保護

組織体制

マニュアルや手引書の整備

就業環境整備（人件費・福利厚生等）

他機関（他事業所等）との連携

老朽化した施設の改善

その他

無回答

（%）

(N=58)
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第３節 日常生活圏域の特徴と地域課題 
 

４つの日常生活圏域ごとの特徴と地域課題は、次のとおりです。 

 

◆北東圏域（きた） 

＜特徴＞ 

  高齢化率は、19.9％で、4 圏域中 2 番目に低く、介護予防リスクは、認知機能低下

リスクが 4 圏域中 1 番高くなっています。 

  地域活動に参加したい割合は、76.5％で、企画・運営に参加したい割合は、38.7％

となっています。 

  日常生活圏域における社会資源について、他の圏域に比べて平均的な数になってい

ます。 

＜地域課題＞ 

  地域活動に参加したい方が多く、地域の通いの場づくり等、地域の社会資源も活用

した人との交流が課題となっています。 
 

◆南西圏域（みなみ） 

＜特徴＞ 

  高齢化率は、23.0％で、4 圏域中 1 番高く、介護予防リスクは、運動器の機能低下

リスクのある方が 4 圏域中 1 番高くなっています。 

  地域活動に参加したい割合は、69.7％で、企画・運営に参加したい割合は、47.5％

となっています。 

  さくら体操の 1 回あたりの平均参加者数は、4 圏域中 1 番低くなっています。 

＜地域課題＞ 

  生活支援体制の整備と企画運営の場づくりが課題となっています。また、坂の多い

地域で安心して暮らせるための生活や移動のサポートも課題となっています。 
 

◆南東圏域（ひがし） 

＜特徴＞ 

  高齢化率は、21.5％で、市の平均に近い割合となっています。閉じこもり・うつリ

スクのある方が４圏域中１番高くなっています。 

  地域活動に参加したい割合は、57.8％で、企画・運営に参加したい割合は、37.7％

と、いずれも４圏域中１番低くなっています。 

  医療や介護サービスが、他の圏域に比べて集積しています。 

  さくら体操の開催場所数、１回あたりの平均参加者数が、４圏域中１番多くなって

います。 

＜地域課題＞ 

  より一層、さくら体操への参加を促し、閉じこもり防止と心身のフレッシュ等を図

り、多様な主体が連携し、高齢者の方が主役になる地域づくりを進めていくことが必

要となっています。 
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◆北西圏域（にし） 

＜特徴＞ 

  高齢化率は、19.3％で、４圏域中１番低く、介護予防リスクは、市の平均に近い割

合となっています。 

  地域活動に参加したい割合は、67.2％で、企画・運営に参加したい割合は、43.2％

となっています。 

  大学などの教育・研究機関が集まっていますが、介護に関する資源は、４圏域中１

番少なくなっています。 

＜地域課題＞ 

  高齢者の方が担い手となり、生き生きと活動していくための講座や研修、他世代と

の交流など、教育機関等とも連携したまちづくり活動を検討することが必要となって

います。 

図表３０ 日常生活圏域 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 人口・高齢化率は、H２９年１０月1 日現在。 

北東圏域（きた） 
（梶野町、関野町、緑町、本町2・3丁目、桜町１・3丁目） 
 

総人口 35,778 人 

０～39 歳 16,288 人 

40～64 歳 12,357 人 

65歳以上 7,133 人 

高齢化率 19.9% 

 

北東圏域 

南東圏域 

南東圏域（ひがし） 
（東町、中町、本町１丁目） 
 

総人口 32,301 人 

０～39 歳 14,372 人 

40～64 歳 10,994 人 

65歳以上 6,935 人 

高齢化率 21.5% 

 

北西圏域（にし） 
（本町4・５丁目、桜町2丁目、貫井北町） 
 

総人口 22,016 人 

０～39 歳 10,153 人 

40～64 歳 7,622 人 

65歳以上 4,241 人 

高齢化率 19.3% 

 

北西圏域 

南西圏域（みなみ） 
（前原町、本町6 丁目、貫井南町） 
 

総人口 29,889 人 

０～39 歳 12,524 人 

40～64 歳 10,499 人 

65歳以上 6,866 人 

高齢化率 23.0% 

 

南西圏域 
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図表３１ 日常生活圏域における社会資源 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市全体
北東圏域

（きた）
南東圏域
（ひがし）

南西圏域
（みなみ）

北西圏域
（にし）

出典

梶野町、関野
町、緑町、本町2
丁目、本町3丁
目、桜町一丁
目、桜町3丁目

東町、中町、本
町一丁目

前原町、本町6
丁目、貫井南町

本町4丁目、本
町5丁目、桜町2
丁目、貫井北町

小金井きた
地域包括支援
センター

小金井ひがし
地域包括支援
センター

小金井みなみ
地域包括支援
センター

小金井にし
地域包括支援
センター

桜町1-9-5 中町2-15-25 前原町5-3-24 貫井北町2-5-5

訪問系サービス
(ヵ所）

訪問介護、訪問入浴介護、訪
問看護、訪問リハビリテーショ
ン、定期巡回・随時対応型訪
問介護看護、夜間対応型訪
問介護

39 8 16 10 5 ※１

通所系サービス
(ヵ所）

通所介護、通所リハビリテー
ション、短期入所生活介護、
認知症対応型通所介護、小
規模多機能型居宅介護、看
護小規模多機能型居宅介
護、地域密着型通所介護

46 13 14 11 8 ※１

生活環境整備系
サービス(ヵ所）

福祉用具貸与、特定福祉用
具販売

2 0 2 0 0 ※１

計画作成系サー
ビス(ヵ所）

居宅介護支援、介護予防支
援

39 9 10 13 7 ※１

居住系サービス
(ヵ所）

特別養護老人ホーム、老人
保健施設、介護療養型、特定
施設、認知症対応型共同生
活介護

20 6 6 4 4 ※１

病院 4 1 2 1 0 ※２
診療所 75 22 24 12 17 ※２
薬局 47 16 16 4 11 ※２
歯科 65 15 20 11 19 ※２

47 11 15 8 13 ※３
さくら体操の参加人数（人／１回平均） 473 112 65 159 137 ※３

77 21 22 25 9 ※４
192 65 43 50 34 ※４
194 55 56 46 37 ※４
20 4 7 5 4 ※４
44 16 7 8 13 ※４
3 1 1 1 0 ※５

13 3 2 3 5 ※５
13 2 3 4 4 ※５
6 2 2 1 1 ※５
3 0 0 1 2 ※５

25 6 6 7 6 ※５
※１　介護保険サービス事業者・施設一覧(H29.10.1)
※２　小金井市わたしの便利帳(H28.1)
※３　介護福祉課提供資料「さくら体操グループ数まとめ」(H29.7.10)
※４　介護福祉課提供資料「緊通、配食等利用数」(H29.6.30)
※５　シニアのための地域とつながる応援ブック(H28暫定版）

介護予防
集会施設

地域包括支援センター -

サロン
カフェ
交流の場

-

入浴券の利用者数（人）
理容券の利用者数（人）
ラジオ体操

医療機関数(ヵ
所）

さくら体操の会場数（ヵ所）

緊急通報システムの利用者数（人）
配食サービスの利用者数（人）
ひと声牛乳の利用者数（人）

 

 

 

 

 

図表調整中 
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第４節 市の介護保険の現状から（事業計画の実績） 
 

国の地域包括ケア「見える化」システムから、市のこれまでの事業計画の実績の分析並

びに他自治体との比較を行い、市の介護保険事業の状況を整理します。 

 

１ 被保険者数、認定者数等について 

 

第６期事業計画期間中において第１号被保険者数、要介護認定者数、要介護認定率は増

加傾向となっています。 

平成２７年の総給付費は 6,260,839,736 円で、第１号被保険者１人あたり給付費は

255,524 円でした。（図表３２） 

 
図表３２ 被保険者、要介護認定者の実績値 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：厚生労働省「介護保険事業状況報告」年報                       

※「第1 号被保険者1 人あたり給付費」は「総給付費」を「第1 号被保険者数」で除して算出。 

 

 

 

 

 

第5期 第6期
H24 H25 H26 H27 H28

第1号被保険者数 （人） 22,551 23,388 23,993 24,794 -
要介護認定者数 （人） 4,185 4,466 4,623 4,954 -
要介護認定率 （%） 18.6 19.1 19.3 20.0 -
総給付費 （円） 5,555,920,761 5,832,941,597 6,132,674,239 6,260,839,736 -
施設サービス （円） 1,858,582,300 1,876,409,390 1,925,052,917 1,891,361,568 -
居住系サービス （円） 893,323,314 948,482,612 986,329,092 1,067,429,637 -
在宅サービス （円） 2,804,015,147 3,008,049,595 3,221,292,230 3,302,048,531 -

第1号被保険者1人あたり給付費（円） 246,371.4 249,398.9 255,602.6 255,523.6 -

実績値 

図表調整中 
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２ サービス利用人数・１人あたり回数・給付費等について 

 

サービスの利用人数をみると、平成２７年の施設サービスの利用人数は 7,116 人、居住

系サービスの利用人数は 5,679 人となっています。 

在宅サービスについてみると、介護予防支援・居宅介護支援が 33,547 人と最も多く、

次いで福祉用具貸与 17,263 人、訪問介護 16,672 人、通所介護 15,943 人が続いてい

ます。（図表３３） 

1 人あたりの回数については、要介護では訪問介護が 18.8 回と最も多く、次いで訪問

リハビリテーション 12.2 回、認知症対応型通所介護 10.2 回となっています。要支援で

は訪問リハビリテーションが 9.5 回と最も多くなっています。（図表３４） 

サービス別の給付費については、施設サービスが 1,891,361,568 円、居住系サービス

が 1,067,429,637 円、在宅サービスが 3,302,048,531 円となっています。（図表３５） 

 

図表３３ 施設サービス・居住系サービス・在宅サービス利用人数の実績値 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
資料：厚生労働省「介護保険事業状況報告」年報 

 

 

 

第5期 第6期
H24 H25 H26 H27 H28

施設サービス 小計 （人） 6,843 7,003 7,176 7,116 -
介護老人福祉施設 （人） 3,811 3,994 4,181 4,168 -
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 （人） 0 0 13 12 -
介護老人保健施設 （人） 2,461 2,468 2,460 2,392 -
介護療養型医療施設 （人） 571 541 522 544 -

居住系サービス 小計 （人） 4,582 4,916 5,121 5,679 -
特定施設入居者生活介護 （人） 4,103 4,451 4,612 5,002 -
地域密着型特定施設入居者生活介護 （人） 0 0 0 0 -
認知症対応型共同生活介護 （人） 479 465 509 677 -

在宅サービス 訪問介護 （人） 15,276 16,241 16,824 16,672 -
訪問入浴介護 （人） 1,003 980 895 958 -
訪問看護 （人） 3,374 3,904 3,974 4,652 -
訪問リハビリテーション （人） 918 1,013 1,118 1,092 -
居宅療養管理指導 （人） 5,076 5,893 6,910 8,215 -
通所介護 （人） 11,782 12,933 14,263 15,943 -
地域密着型通所介護 （人） - - - - -
通所リハビリテーション （人） 4,065 4,551 4,996 4,788 -
短期入所生活介護 （人） 1,681 1,723 1,657 1,614 -
短期入所療養介護（老健） （人） 693 675 670 704 -
短期入所療養介護（病院等） （人） 0 0 0 0 -
福祉用具貸与 （人） 13,938 15,134 15,985 17,263 -
特定福祉用具販売 （人） 498 482 532 469 -
住宅改修 （人） 416 400 434 423 -
定期巡回・随時対応型訪問介護看護 （人） 26 128 107 109 -
夜間対応型訪問介護 （人） 257 288 292 231 -
認知症対応型通所介護 （人） 1,764 1,619 1,580 1,351 -
小規模多機能型居宅介護 （人） 69 98 99 88 -
看護小規模多機能型居宅介護 （人） 0 0 0 0 -
介護予防支援・居宅介護支援 （人） 28,427 30,478 32,039 33,547 -

 

 

 

図表調整中 
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図表３４ 在宅サービス１人あたり回数の実績値 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：厚生労働省「介護保険事業状況報告」年報 

 

図表３５ 施設サービス・居住系サービス・在宅サービス給付費の実績値 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
資料：厚生労働省「介護保険事業状況報告」年報 

第5期 第6期
H24 H25 H26 H27 H28

訪問介護 要介護 （回） 17.8 17.8 18.5 18.8 -
訪問入浴介護 要支援 （回） - - - 6.0 -

要介護 （回） 4.8 4.7 5.0 4.7 -
訪問看護 要支援 （回） 3.6 4.1 4.9 5.8 -

要介護 （回） 5.9 6.1 6.5 7.0 -
訪問リハビリテーション 要支援 （回） 8.6 8.8 8.6 9.5 -

要介護 （回） 9.6 9.9 11.1 12.2 -
通所介護 要介護 （回） 8.5 8.7 9.0 9.2 -
地域密着型通所介護 要介護 （回） - - - - -
通所リハビリテーション 要介護 （回） 7.0 7.1 7.1 7.0 -
短期入所生活介護 要支援 （日） 4.7 4.7 3.8 6.4 -

要介護 （日） 7.9 7.9 8.1 8.2 -
短期入所療養介護（老健） 要支援 （日） 1.8 3.6 4.8 6.3 -

要介護 （日） 7.4 7.3 7.5 8.0 -
短期入所療養介護（病院等） 要支援 （日） - - - - -

要介護 （日） - - - - -
認知症対応型通所介護 要支援 （回） - - - 3.0 -

要介護 （回） 9.3 9.4 9.7 10.2 -

第5期 第6期
H24 H25 H26 H27 H28

施設サービス 小計 （円） 1,858,582,300 1,876,409,390 1,925,052,917 1,891,361,568 -
介護老人福祉施設 （円） 995,619,313 1,034,647,298 1,079,877,204 1,056,421,766 -
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 （円） 0 0 2,913,590 2,851,112 -
介護老人保健施設 （円） 651,579,251 651,904,050 652,710,168 631,738,443 -
介護療養型医療施設 （円） 211,383,736 189,858,042 189,551,955 200,350,247 -

居住系サービス 小計 （円） 893,323,314 948,482,612 986,329,092 1,067,429,637 -
特定施設入居者生活介護 （円） 770,279,387 828,484,328 859,163,481 897,284,312 -
地域密着型特定施設入居者生活介護 （円） 0 0 0 0 -
認知症対応型共同生活介護 （円） 123,043,927 119,998,284 127,165,611 170,145,325 -

在宅サービス 小計 （円） 2,804,015,147 3,008,049,595 3,221,292,230 3,302,048,531 -
訪問介護 （円） 683,127,307 714,869,672 759,684,305 740,530,150 -
訪問入浴介護 （円） 58,885,400 56,180,837 55,413,277 56,577,240 -
訪問看護 （円） 123,249,610 140,803,273 147,545,162 177,412,691 -
訪問リハビリテーション （円） 25,784,170 29,252,749 36,001,206 38,271,837 -
居宅療養管理指導 （円） 65,553,570 78,639,813 95,405,227 113,238,882 -
通所介護 （円） 699,219,821 769,845,313 851,455,348 909,636,999 -
地域密着型通所介護 （円） - - - - -
通所リハビリテーション （円） 231,824,783 258,097,211 279,996,029 257,105,617 -
短期入所生活介護 （円） 111,329,574 116,537,327 114,429,631 112,925,520 -
短期入所療養介護（老健） （円） 49,775,098 48,973,925 50,298,734 54,272,722 -
短期入所療養介護（病院等） （円） 0 0 0 0 -
福祉用具貸与 （円） 190,028,178 206,866,976 217,788,711 224,855,356 -
特定福祉用具販売 （円） 13,123,057 13,031,823 15,018,028 14,024,385 -
住宅改修 （円） 43,020,380 37,244,351 40,075,687 38,482,826 -
定期巡回・随時対応型訪問介護看護 （円） 3,803,444 18,813,337 16,434,027 19,673,871 -
夜間対応型訪問介護 （円） 4,995,862 7,139,163 6,740,189 4,173,234 -
認知症対応型通所介護 （円） 187,849,173 175,175,093 178,285,934 165,009,821 -
小規模多機能型居宅介護 （円） 15,367,516 17,580,989 18,797,389 13,605,850 -
看護小規模多機能型居宅介護 （円） 0 0 0 0 -
介護予防支援・居宅介護支援 （円） 297,078,204 318,997,743 337,923,346 362,251,530 -

 

 

 

図表調整中 

 

 

 

図表調整中 
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３ 第 1 号被保険者 1 人あたりの在宅サービス・施設および居住系サー

ビス給付月額の分析（他自治体との比較） 

 

平成２７年（２０１５）年の第 1 号被保険者 1 人あたり給付月額をみると、市は、全国、

東京都と比較し、在宅サービス、施設および居住系サービスともに給付が少なくなってい

ます。東京都の市部においては、在宅サービスは平均的な水準に位置し、施設および居住

系サービスにおいては低くなっています。（図表３６） 

 

図表３６ 第 1 号被保険者 1 人あたり給付月額 
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施設および居住系サービス調整給付月額(円)

全国 東京都 小金井市 その他

（時点）平成27年(2015年)

（出典）「介護保険総合データベース」および総務省「住民基本台帳人口・世帯数」

調整済み第1号被保険者1人あたり給付月額（在宅サービス・施設および居住系サービス）

平成27年(2015年)

○全国（施設：9,429円 在宅：10,584円

○東京都（施設：9,203円 在宅：10,377円

○小金井市（施設：8,836円 在宅：9,480円）
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第５節 第６期事業計画の評価から 

 
ここでは、第６期事業計画の４つの基本施策について評価します。 

 

１ 「健康づくり・生きがいづくり」について 

 
（１）高齢者の就労・社会参加の支援 

 

敬老会やひとりぐらし高齢者交流会、高齢者いきいき活動講座の開催等により、交流の

場の確保と推進を図りました。 

シルバー人材センターに対する補助金の交付のほか、シルバー人材センターが実施する

事業の市報掲載、活動場所の提供を行いました。また、就労を希望する高齢者の方に対し

て、シルバー人材センターの案内を行いました。 

高齢者の方にとっていきいきとした心身状態をできる限り維持できることが重要であり、

そのためには、趣味や生きがいを持てるような社会参加の場が必要です。 

また、自分の知識や技能を活かす仕事へのニーズがあることから、生きがいを持てる就

労の施策の検討が必要です。 

 

（２）健康づくり・介護予防の推進 

 

市では、平成２８年１０月から介護予防・日常生活支援総合事業（以下「総合事業」と

いう。）を開始しました。 

デイサービス認定サブスタッフとして新たな担い手となる元気高齢者の養成を一定行う

とともに、小金井さくら体操（以下「さくら体操」という。）自主グループの活動やグルー

プのリーダーを育成する介護予防ボランティア養成講座などを含め、今後も地域での自主

的な活動の新規参加者の増加をめざしています。 

要介護度が軽度の方が多く、現在の健康状態は比較的良好であり、このため、引き続き、

介護予防や重度化防止に向けた施策の展開が必要です。 

そして、意欲のある元気高齢者をより一層増やし、住民主体の活動の担い手となってい

ただくような取り組みを進めていくことが必要です。 
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２ 「地域で暮らし続ける仕組みづくり」について 

 

（１）在宅生活支援の充実 

 

市や地域包括支援センターにおいて、家族介護者の相談に随時対応したほか、家族介護

教室や家族介護継続支援、やすらぎ支援（認知症高齢者家族支援）、特別短期生活介護によ

り、家族介護者の支援を行いました。 

また、高齢者住宅の管理･運営、情報提供のほか、認知症対応型共同生活介護施設の開設、

特別養護老人ホームの開設に向けての支援を行いました。 

多くの方が在宅生活の継続を希望していることを踏まえ、引き続き、重度化防止、認知症

施策の推進、在宅で暮らし続ける仕組みづくりが必要です。 

特に、地域密着型サービスの定期巡回型訪問介護看護、小規模多機能型居宅介護は、サ

ービス利用の計画値を下回っており、今後、さらなる活用を図っていく必要があります。 

 

（２）認知症施策の推進 

 

認知症地域支援推進員と連携し認知症についての相談

の対応を行ったほか、認知症への理解を広めるための認知

症講演会や認知症サポーター養成講座およびフォローア

ップ講座を実施しました。 

もの忘れ相談シートの活用および活用事例について検

討する認知症連携会議の実施、認知症初期集中支援事業の

実施、さらに、認知症への理解を広め、また関係機関との

連携促進を図って認知症ケアパス（認知症安心ガイドブッ

ク）を作成しました。 

今後も、市民の認知症への理解促進、関係機関との連携

推進や、認知症の方と家族の支援を進める必要があります。 

 

（３）在宅医療と介護の連携の推進 

 

医療と介護の連携について、在宅医療･介護連携推進会議を年３回実施し、検討を重ねま

した。 
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また、医療・介護等関係者の方を対象に相談対応や研修等を実施する在宅医療・介護連

携支援室を開設しました。地域の医療資源を把握し、まとめた医療資源マップを作成し、

市民の方および関係者の方に配布したほか、在宅医療についての普及啓発のため、講演会

の開催やパンフレットの発行をしました。 

介護度の高い方でも、訪問診療を活用することで在宅生活を継続できる可能性があり、

在宅生活の継続にあたっては、費用負担の軽減よりも、緊急時に対応してくれる医師が必

要とされています。より一層の医療と介護の連携、介護多職種の連携、また、在宅医療に

関する市民啓発を進める必要があります。 

 

（４）地域支援体制の充実 

 

地域包括ケアシステムの構築を見据え、地域包括支援セ

ンターの機能向上を図りました。 

地域ケア会議では、各日常生活圏域の課題を共有し、自

助、互助、共助、公助※の方策を検討しました。また、地域

包括支援センターに生活支援コーディネーターを配置し、

協議体の設置を行ったほか、地域資源情報をまとめた冊子

（シニアのための地域とつながる応援ブック）を発行しま

した。 

地域包括支援センターには、引き続き、困難事例の相談

や多職種協働・連携による包括的・継続的ケアマネジメン

トの支援、生活支援体制の整備、地域ケア会議での地域課題への対応とコーディネートが

期待されています。 

 

※「自助」は「自分のことを自分でする」ことに加え、市場サービスの購入も含む。 

「互助」は相互の支え合いで、費用負担が制度的に裏付けられていない自発的なもの。 

「共助」は介護保険などリスクを共有する仲間（被保険者）の負担。 

「公助」は税による公の負担。 

資料：「地域包括ケアシステムの構築における 【今後の検討のための論点整理】 －概要

版－」（平成２５年 3 月 地域包括ケア研究会） 

 

 

 

 



Ⅳ 第 7 期介護保険・高齢者保健福祉総合事業計画                                             

- 226 - 

３ 「地域で支え合う仕組みづくり」について 

 

（１）地域支え合い活動の充実 

 

介護予防ボランティアを養成し、介護予防体操に取り組む地域の自主グループの立ち上

げを行い、地域リハビリテーション活動支援事業の一環として、小金井さくら体操自主グ

ループへのリハビリテーション専門職の巡回支援を実施しました。また、生活支援コーデ

ィネーターを中心に介護予防につながる市民活動団体を掘り起こし、新たな居場所づくり

を支援しました。 

介護予防の観点から、参加意向の高い市民を巻き込む仕組みが必要です。そのためにも、

介護予防・生活支援・地域づくりが一体となり、本人へのアプローチによる介護予防と支

え合いを軸にした住民主体の活動が連動した地域づくりの取り組みへと発展させていくこ

とが重要です。 

 

（２）高齢者の見守り支援の充実 

 

７５歳、８０歳の対象者の方を訪問して見守りが必要な方を把握し、近隣関係者の方と

ともに見守り支援のネットワーク体制を構築したほか、民間事業者と協定を締結し、民間

事業者の協力による見守り体制を構築しました。 

ひとり暮らし世帯は、２～３割程度となっており、安否確認や緊急通報システムのニー

ズがあるなか、システムによる見守りに加え、近所の温かい付き合いや見守りなど、ソフ

ト面においても力を入れる必要があります。 

また、サービス拒否などの理由でサービスが届かない方を発見する仕組みや、優先的に

情報を伝えて支援する仕組みなどが必要です。 

 

（３）権利擁護の充実 

 

認知症高齢者や虐待高齢者の方に対し、権利擁護センターを紹介するとともに、虐待を

受けた高齢者の方の迅速な保護・支援を行えるよう、地域包括支援センター、権利擁護セ

ンター、病院、保健所、関係機関や民間団体等と連携を図りました。 

引き続き、消費者被害や高齢者虐待などの問題を未然に防ぎ対応する仕組みや、優先的

に情報を伝えて支援するしくみなどが必要です。 
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（４）避難行動要支援者支援の充実 

 

関係各課による情報提供を受け、避難行動要支援者名簿を一定整備しました。 

また、市内福祉施設と福祉避難所の協定を締結し、避難行動要支援者の方に対する支援

体制の拡充を図りました。 

今後も、福祉避難所の協定締結をさらに進め、避難行動要支援者名簿の普及啓発を図る

必要があります。 

そのほか、災害時の被害をより少なくするための対策として、引き続き、家具転倒防止

器具等の取付を推進していく必要があります。 

 

４ 「介護保険事業の推進」について 

 

地域包括ケアシステムの構築に向けて、第６期事業計画においては、在宅の介護・予防

施策ともに新たな基盤整備が行われたことや、総合事業の開始など新たな取り組みが行わ

れた期間であり、また、認知症施策や在宅医療・介護の連携等の取り組みにおいても転換

期にあったといえます。 

今後、よりよい介護保険制度を運営していくためには、市民の方への情報提供による周

知とあわせ、給付の適正化についても充実する必要があります。また市全体のまちづくり

とあわせて高齢者の介護予防・生活支援を進めるための地域ケア会議や協議体の充実、ケ

アの質を高めるための介護人材の確保やケアマネジメントの支援などに取り組む必要があ

ります。 
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第６節 まとめ 
 

市の高齢者人口は増加しつつあり、前期高齢者は平成３２年以降に減少するものの、後

期高齢者は増え続け、平成３７年には高齢化率が 24.1％となると推計されています。 

後期高齢者の増加に伴って、要介護・要支援認定者数も増加する傾向にありますが、市

では東京都と比べて要支援１、要支援２、要介護１の構成比率が高く、要介護度が比較的

軽度の方が多いことが特徴となっています。 

 

市内には、元気な高齢者の方が多く、自分の知識や技能を活かして働くことや、地域・

サークル活動や健康づくり活動への参加の意欲も高くなっています。 

しかしながら、年代が上がるとともに、運動機能や転倒、閉じこもり、認知機能、うつ

傾向などのリスクが高まり、特に８５歳以上では、リスク者の割合が高くなる傾向があり

ます。 

このため、高齢者の方が心身の健康をできる限り維持し、趣味や生きがいを持っていき

いきと社会参加できるよう、生きがいのある充実した生活の支援が必要です。 

 

また、高齢者の方の多くは在宅での生活を続けたいと希望しています。在宅生活を続け

るうえにおいて、「自宅に定期的に訪問したり、緊急時にも対応してくれる医師がいるこ

と」へのニーズが高くなっています。市は、これまでも地域包括ケアシステムの構築に向

けて、さまざまな取り組みを行ってきましたが、住み慣れたまちに住み続けたい方が、可

能な限り住み続けることを支援するため、地域包括ケアシステムの深化・推進が必要とな

っています。 

また、現在、在宅介護を受けている状況において、主な介護者の方は子どもや配偶者の

方が多く、就労している介護者の方も少なくありません。就労している介護者の方は、介

護のために仕事を調整しており、不安定な状況で介護をする方が多く、介護者の方が不安

に感じる点として、認知症状への対応などがあげられます。 

引き続き、医療と福祉の連携や地域支援体制など在宅で暮らし続けるための仕組みの充

実、認知症施策の推進、家族介護者への支援など、地域で自立して暮らし続ける仕組みづ

くりが必要です。 

 

市では、これまでに民間事業者とも協定を締結するなど、見守り支援の体制・ネットワークを構

築してきました。高齢者の方がひとり暮らしになった場合に備えて、安否確認や万一に備えた緊急

通報のニーズは高く、引き続き、見守り支援の体制の充実を図る必要があります。 
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高齢者の方の生活支援に関わることは、元気な高齢者の方の介護予防や生きがいにもつながるこ

とから、自らが住民主体の活動の担い手となり、支援の必要な高齢者の方を支える側にまわってい

ただくような仕組みの充実を図る必要があります。 

今後は、住民主体の活動の担い手となる人材の育成に加えて、実際に活動していただく場の提供

などに取り組み、地域の支えあいの輪の拡充を図ることが必要です。 

 

市の介護保険の給付の現状をみると、東京都と比較し、在宅サービス、施設および居住系サービ

スともに給付が少なくなっています。しかし、第１号被保険者数、要介護認定者数、要介護認定率

は増加傾向にあり、サービスの利用人数や、１人あたりの利用回数、給付費等が年々伸びる傾向に

あります。 

このため、自立支援・介護予防・重度化防止の取り組みの推進、介護人材の確保、介護保険制度

の健全な運営に向けた給付の適正化を進めていくことが必要です。介護保険制度に対する市民の理

解を深めると同時に、サービスの選択に役立つ情報提供など、介護保険事業の推進が必要です。 

 

以上のことから、第７期介護保険・高齢者保健福祉総合事業計画では、基本目標として「１ 生

きがいのある充実した生活の支援」、「２ 地域で自立して暮らし続ける仕組みづくり」、「３ 地

域の支えあいの輪の拡充」、「４ 介護保険事業の推進」を掲げ、施策を展開していくこととします。 

 

 
・元気な高齢者の方が多いが、年代が上がる

とともに運動機能等のリスクが高まる 

・高齢者の方の多くは在宅での生活を希望し

ており、地域包括ケアシステムの深化・推

進が必要 

・就労する家族介護者も少なくない 

・安否確認や緊急通報のニーズが高く、見守

り支援の充実が必要 

・住民主体の活動について、担い手の育成、

活動の場の提供などが必要 

・介護保険の利用者数や利用回数、給付費は

伸びる傾向にある 

・健全な運営に向けた給付の適正化、市民の

制度理解を深めることが必要 

基本目標 

１ 生きがいのある充実した生活の支援 

基本目標 

２ 地域で自立して暮らし続ける仕組みづくり 

基本目標 

３ 地域の支えあいの輪の拡充 

基本目標 

４ 介護保険事業の推進 
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第３章 計画の理念と視点 
 

第１節 計画の理念 
 

１ 人間性の尊重（個人の尊厳） 

 

高齢者の方が生涯にわたり、社会を支える一員として、個人の尊厳が守られ人間性が尊

重されるような社会をつくります。また、個人が大切にしてきた生活を継続し、また、自

己実現に向けて活躍できるよう、本人の自己決定を尊重する仕組みを確立します。 

 

２ 自立の確保（自立に向けた総合的支援） 

 

高齢者の方一人ひとりの心身の状態に応じて生活の質が確保された状態を維持していく

ために、自らの生活を自ら支える「自助」を支える取り組みを支援します。 

また、高齢者の方が自分の意思に基づき、その能力に応じて、可能な限り地域で自立し

た生活を営むことができるよう、生活支援や医療介護、予防等の包括的な支援の仕組みを

充実します。 

 

３ 支えあう地域社会づくり 

 

市民、自治会･町会、ボランティアグループ、ＮＰＯ、医療関係者、介護事業者、そのほ

か民間企業、行政等が連携し、地域の資源とネットワークを活かして、豊かな超高齢社会

に向けて、支え合う地域社会づくりを進めます。 
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第２節 計画の視点 
 

１ 地域包括ケアシステムの深化・推進 

 

国は、高齢者の方の尊厳の保持と自立生活の支援の目的のもとで、可能な限り住み慣れ

た地域で、自分らしい暮らしを人生の最期まで続けることができるよう、地域の包括的な

支援・サービス提供体制（地域包括ケアシステム）の構築を推進しています。 

市では、４つの日常生活圏域を設定し、地域包括支援センターを中心として、日常生活

圏域ごとの相談支援体制を整えるとともに、市独自の介護予防体操「さくら体操」の普及、

居宅・施設サービスや地域密着型サービスの拡充、大学・医師会等とも連携した認知症や

在宅医療に関する多職種連携を早期から進めるなど、地域包括ケアシステムの礎を築いて

きました。 

第７期事業計画では、団塊の世代が７５歳以上となる２０２５年を見据えた地域包括ケ

アシステムの構築実現をしっかりと見据え、さらなる在宅生活の継続実現と、介護を取り

巻く新たな社会問題も踏まえながら、介護予防・重度化防止、地域で自立して暮らし続け

る仕組みづくり、地域で支えあう仕組みづくりに取り組みます。 

 

２ 介護保険制度の健全な運営 

 

市の介護保険は、都内自治体でも標準的な位置を占め、これまでの制度改正等に沿って、

適正な運営を続けてきました。今後は、後期高齢者が増加していくなか、介護需要が大き

くなります。そのほか、ひとり暮らしや高齢者のみの世帯が増加することで、これまで以

上に生活支援に関するサービスの需要も高まります。 

また、利用者負担割合の負担増や総報酬割など介護保険制度に関する法改正もあるなか、

今後も介護保険制度を巡る環境が刻々と変化することが予想されることから、社会連帯と

しての介護保険制度に対する理解を深め、制度の健全な運営を進めるとともに、ケアマネ

ジメントの質の向上や給付の適正化を進め、サービスを必要とする方に必要なサービスが

提供されるような提供体制の確保と制度運営をめざします。 
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第４章 施策の展開 
 

第１節 高齢者保健福祉計画の施策体系 
 

 

 

１ 生きがいのある 

充実した生活の支援 

２ 地域で自立して暮らし 

続ける仕組みづくり 

【基本目標】 【基本施策】 

（１）高齢者の就労・社会参加支援 

（２）健康づくり・介護予防の推進 

（１）在宅生活支援の充実 

（２）認知症施策の推進 

（３）在宅医療と介護の連携の推進 

（４）生活支援体制整備の推進 

【基本理念】 

 

支
え
合
う
地
域
社
会
づ
く
り 

自
立
の
確
保
（
自
立
に
向
け
た
総
合
的
支
援
） 

人
間
性
の
尊
重
（
個
人
の
尊
厳
） 
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【個別事業・取り組み】 【施策】 

② 生涯学習・生涯スポーツの推進 

③ 交流の場の確保と推進 

① 健康づくりの推進 

② 介護予防・重度化防止の推進 

① 地域に密着したサービスの基盤整備 

② 介護保険外サービスの充実 

③ 相談支援の充実 

④ 安心できる住まい・住まい方の支援 

⑤ 家族介護者への支援の充実 

① 認知症施策の推進と理解の醸成 

② 認知症のケア・医療の充実 

③ 認知症の人と家族を支える地域づくり 

① 在宅医療をサポートする体制づくり 

② 在宅医療・介護連携のための情報共有 

③ 在宅医療のための市民啓発 

① 生活支援体制整備事業の推進 

市内大学等との連携による活動支援の検討／健康・スポーツ活動の支援
の充実 ※他計画再掲／文化学習事業の充実 

敬老行事等の継続／おとしより入浴事業の継続／高齢者いきいき活動事
業の推進／☆老人クラブ（悠友クラブ）活動と高齢者いこいの部屋の充
実／☆高齢者（いきいき）農園の継続 ※他計画再掲／☆ひとりぐらし
高齢者会食会･交流会の実施 

☆さくら体操の推進／健康相談・指導の充実 ※他計画再掲／健康診査
等の充実 ※他計画再掲／感染症の予防の推進／高齢者のこころのケア
の充実／歯と口腔の健康の充実 ※他計画再掲 

介護予防・日常生活支援総合事業の推進／介護予防ケアマネジメントの
推進／☆住民主体の活動の推進 

介護保険サービスの利用支援の充実／地域密着型サービスの推進 

高齢者保健福祉サービスの充実（配食サービス、おむつサービス、寝具
乾燥等）／高齢者等の移動・移送手段の確保の継続 ※他計画再掲 

地域包括支援センターの機能の充実 

住宅改修相談事業の推進／高齢者自立支援住宅改修給付事業の推進／家
具転倒防止器具等取付の推進／高齢者住宅の適正な管理・運営の継続 
※他計画再掲／公営住宅の情報提供体制整備の継続／高齢者の新たな住
まいと住まい方の検討／特別養護老人ホーム整備の検討 

介護者の負担軽減の推進／☆家族介護継続支援事業の充実 ※本計画再掲 

認知症の理解促進の充実／認知症施策事業推進委員会の充実 

認知症サポーター養成講座の充実／認知症地域支援推進員連絡会の充実
／☆地域の居場所づくり（認知症カフェなど）の実施／やすらぎ支援(認
知症高齢者家族支援活動)の充実／☆家族介護継続支援事業の充実 

認知症の相談・支援体制の充実／認知症連携会議の充実／認知症初期集
中支援事業の充実 

在宅医療・介護連携支援室の充実／在宅医療・介護連携推進会議の充実 

在宅医療資源マップの充実／在宅医療・介護多職種連携の研修会の充実 
在宅医療リーフレットの充実／在宅医療に関する市民啓発（市民向け講
演会)の充実 

地域課題解決方法の協議（地域ケア会議）の充実／生活支援コーディネ
ーターによるマッチングやネットワークづくりの充実／地域で活動する
担い手育成の推進／☆生活支援体制整備に係る地域活動支援の充実 

☆シルバー人材センターへの支援の推進／「こがねい仕事ネット」にお
ける高齢者を含む就労支援の充実 ① 高齢者の就労支援 

在宅医療資源マップの充実／在宅医療・介護多職種連携の研修会の充実 

【個別事業・取り組み名の定義】 

・充実：第7 期事業計画でさらに質を向上していく事業 

・推進：第7 期事業計画でさらに質と量を向上していく事業 

・実施：第7 期事業計画で新しく始める事業 

・検討：第7 期事業計画で事業の検討を始めるもの 

・継続：第6 期事業計画から引き続き現状維持で続けていく事業 

※ ☆は地域の通いの場づくりに資する事業 
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３ 地域の支え合いの輪の

拡充 

（１）地域づくり・支え合い活動の 
推進 

（２）高齢者の見守り支援の充実 

（３）権利擁護の推進 

【基本目標】 【基本施策】 【基本理念】 

 

支
え
合
う
地
域
社
会
づ
く
り 

自
立
の
確
保
（
自
立
に
向
け
た
総
合
的
支
援
） 

人
間
性
の
尊
重
（
個
人
の
尊
厳
） 
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① 地域づくりの推進 

② ボランティア活動支援 

① 行政による見守り支援 

② 地域のネットワーク 

日常生活圏域別地域づくりの推進（地域包括支援センター）／地域課題
解決方法の協議（地域ケア会議）の充実 ※本計画再掲／☆地域の居場
所づくり（カフェ、サロンなど）の実施 

ボランティアセンターでの活動支援の継続 ※他計画再掲／☆介護支援
ボランティアポイント事業の推進 

緊急通報システム・火災安全システム機器の貸与の推進／高齢者地域福
祉ネットワーク事業の充実 ※他計画再掲／高齢者見守り支援事業の推
進／避難行動要支援者支援体制の充実 ※他計画再掲 

事業者との連携による見守りの推進／☆住民主体の活動の推進 ※本計
画再掲／見守り支援の協力体制の検討 

① 権利擁護事業の推進 

② 高齢者虐待防止の推進 

消費者被害の防止の推進／福祉サービス苦情調整委員制度の継続／権利
擁護センター利用の推進 ※他計画再掲 

高齢者虐待防止の推進 

【個別事業・取り組み】 【施策】 

【個別事業・取り組み名の定義】 

・充実：第7 期事業計画でさらに質を向上していく事業 

・推進：第7 期事業計画でさらに質と量を向上していく事業 

・実施：第7 期事業計画で新しく始める事業 

・検討：第7 期事業計画で事業の検討を始めるもの 

・継続：第6 期事業計画から引き続き現状維持で続けていく事業 

※ ☆は地域の通いの場づくりに資する事業 
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第２節 施策展開 
 

基本目標１ 生きがいのある充実した生活の支援 

 

高齢者の方が生きがいを持ち、それまで培った技能や技術を発揮するなど、担い手の側

にまわり活躍ができる健康長寿の社会づくりをめざします。 

また心身機能が低下したり、生活習慣病、要介護状態にならないよう介護予防、重度化

防止のための事業を展開します。 

 

 

高齢者の方自らが生きがいを持って生活できるように、市民活動団体、大学等からの協

力を得て、働く機会や生涯学習への参加促進など、就労や社会参加の場と機会を提供しま

す。 

 

① 高齢者の就労支援 

関係機関と連携し、就労を望む高齢者の方の適性と能力に応じた就労を支援します。ま

た、市の仕組みを活用した就労支援を促します。 

事業名 内容 担当課 

１☆ 

シルバー人材センター

への支援の推進 

高齢者の方の就業の場を提供するシルバー人材セ

ンターに対し継続的に補助金の交付を行うほか、加

入者の促進や就業率の向上をめざし、事業内容の広

報支援を行います。 

＜目標・指標＞ 

就業率 90％以上 

介護福祉課 

２ 

「こがねい仕事ネッ

ト」における高齢者を

含む就労支援の充実 

市が運営する就労支援サイト「こがねい仕事ネッ

ト」において、高齢者の方も含めた就労等に関する

情報提供やセミナー等の情報提供を積極的に行い、

高齢者の方の就労支援を行います。 

経済課 

 

基本施策（１） 高齢者の就労・社会参加支援 
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② 生涯学習・生涯スポーツの推進 

高齢者の方の価値観・ライフスタイルの多様化や高い学習意欲、健康・体力づくりへの

指向に対応し、自由に生涯学習・生涯スポーツを行える機会を提供します。 

事業名 内容 担当課 

３ 

市内大学等との連携に

よる活動支援の検討 

東京学芸大学・東京農工大学等の連携校とともに

高齢者の方のニーズに対応した講座・セミナー、プ

ロジェクトを企画・実施します。 

介護福祉課 

４ 

健康・スポーツ活動の

支援の充実 

※他計画再掲 

シニアスポーツフェスティバル等、高齢者の方の

健康の維持・増進を図るとともに体力づくりを通し

て明るく充実した日常生活が送れるように努めま

す。 

生涯学習課 

５ 

文化学習事業の充実 

各公民館において高齢者学級や各種講座を実施す

るとともに、自主グループの支援を行います。 
公民館 

 

③ 交流の場の確保と推進 

高齢者の方が、地域コミュニティのなかで活躍や交流ができる機会を増やし、他世代と

ともに、交流・活動できる場と機会を提供します。 

 

 

 

事業名 内容 担当課 

6 

敬老行事等の充実 

高齢者の方の長寿をお祝いするとともに、楽しい

ひと時を過ごせるよう、高齢者の方（シルバー人材

センター）自らの企画による敬老会を引き続き実施

します。また、77 歳、88 歳、99 歳、100 歳、

101 歳以上の方に記念品を贈呈します。 

介護福祉課 

７ 

おとしより入浴事業の

継続 

高齢者の方の憩いの場を提供することを目的とし

て浴場組合と協力し、世代を越えた交流の場となる

よう、65 歳以上の高齢者の方と小学生以下の児童

を対象に無料入浴デーを実施します。また、広報を

充実するなどの取り組みを行い事業の啓発に努め、

利用の促進を図ります。 

介護福祉課 

８ 

高齢者いきいき活動事

業の推進 

高齢者いきいき活動推進員が中心となり、趣味、

体操等、健康増進活動、各種講座、そのほかの高齢

者生きがい活動を実施します。また、いきいき活動

講座については、促進に向けて、広報等の充実を図

ります。 

＜目標・指標＞ 

高齢者いきいき活動講座参加率 100％ 

介護福祉課 
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事業名 内容 担当課 

9☆ 

老人クラブ（悠友クラ

ブ）活動と高齢者いこ

いの部屋の充実 

高齢者の方の生活を健全で豊かなものにし、高齢

者の方の福祉の増進に資することを目的として老人

クラブ（悠友クラブ）の活動に助成金を交付し、団

体数の減少を防止します。また、市内の老人クラブ

（悠友クラブ）や高齢者グループ等の定期的な地域

活動や、健康増進を目的とする活動のための会場と

して「高齢者いこいの部屋」の支援を行います。 

＜目標・指標＞ 

高齢者いこいの部屋稼働率 65％以上 

介護福祉課 

１０☆ 

高齢者（いきいき）農

園の継続 

※他計画再掲 

農地所有者の方の協力を得て、60 歳以上で耕作

地を持たない高齢者の方に対し、高齢者（いきいき）

農園事業を継続しながら、野菜や草花等の栽培・収

穫を通じて高齢者の方の健康促進と仲間づくりを図

ります。 

経済課 

１１☆新規 

ひとりぐらし高齢者会

食会･交流会の実施 

65 歳以上ひとり暮らし等の高齢者の方に対し、

会食を通じた交流会を実施します。 

＜目標・指標＞ 

実施数４か所 

介護福祉課 
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高齢者の方が、健やかで質の高い生活を維持し、健康寿命を延ばしていくことができる

よう、疾病予防と早期発見も含めた多様な健康づくり事業を推進します。 

また、介護予防ケアマネジメントのもと、総合事業を充実させていきます。さらに、地

域の実状に応じた住民主体の集いの場づくりを推進します。 

 

① 健康づくりの推進 

市のご当地介護予防体操「さくら体操」を通じた地域での健康づくり支援を推進します。

また、加齢による身体機能や生活機能の低下を抑え、疾病の予防と早期発見および健康づ

くりのため、各種健康相談の充実を図ります。健康診査の活用や、かかりつけ医との連携

等により、高齢者の方の健康生活づくりを図ります。 

事業名 内容 担当課 

１２☆ 

さくら体操の推進 

65 歳以上の高齢者の方を対象に介護予防と健康

増進を目的としたさくら体操の自主グループを市内

で活性化させるため、様々な啓発イベントや体操の

会場に市内のリハビリ専門職が巡回することで周知

を図ります。定期的に体操を行う会場数や参加者数

を増やすことをめざします。また、市内在学・在勤

で講座修了後週 1 回程度活動できる方を対象に、介

護予防の基礎知識を広く習得し、さくら体操の自主

グループで活動するボランティア（介護予防リーダ

ー）を養成する講座を年１回実施します。 

＜目標・指標＞ 

さくら体操の会場数・参加者数前年度５％増 

介護予防リーダー養成 年 10 人以上 

介護福祉課 

１３ 

健康相談・指導の充実 

※他計画再掲 

健康保持・増進と疾病予防のために健康や栄養、

歯と口腔に関する相談を実施するほか、医科や歯科

に関する講演会、健康づくり推進のための高齢者の

方を対象とした健康教室を開催し、健康相談および

指導の充実を図ります。 

健康課 

１４ 

健康診査等の充実 

※他計画再掲 

高齢者の方の健診の活用やかかりつけ医との連携

等により、特定健診受診率の向上や、疾病・ねたき

り等へつながる、生活習慣病の早期発見に努めます。

また、特定健康診査および後期高齢者医療健康診査

の受診者の方、40 歳以上の集団健康診査の受診者

の方等を対象に、フォロー健診として検査項目を上

乗せして実施します。 

保険年金課 

健康課 

 

 

基本施策（２）健康づくり・介護予防の推進 
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事業名 施策内容 担当 

１５ 

感染症の予防の推進 

肺炎やインフルエンザの予防や重症化を防ぎ、高

齢者の方の健康を保持するため予防接種法に基づく

ワクチン接種を推進します。  

健康課 

１６ 

高齢者のこころのケア

の充実 

高齢者の方の心理的状態（うつ等）へのケアに関

して、講演会・研修会等を通じて、支援者の意識を

高め、高齢者の方のこころの健康づくりの充実を図

ります。 

自立生活支援課 

１７ 

歯と口腔の健康の充実 

※他計画再掲 

80 歳で 20 本以上の歯がある高齢者の方の増加

をめざした「8020 運動」等を推進し、市民の方を

対象に成人歯科健康診査を実施します。また、かか

りつけ歯科医の紹介をします。 

健康課 

 

② 介護予防・重度化防止の推進 

総合事業について、地域包括支援センターを中心とした介護予防ケアマネジメントのも

とで、訪問・通所型のサービスや、一般介護予防事業、住民主体の活動の推進を図ります。 

事業名 内容 担当課 

１８ 

介護予防・日常生活支

援総合事業の推進 

■介護予防・生活支援サービスの実施 

 介護予防給付による訪問介護・通所介護に代わり、

住民主体の支援等も含めた訪問型サービス、通所型

サービス、そのほかの生活支援サービスを実施しま

す。訪問型サービスについては、市認定ヘルパー養

成事業にて養成された認定ヘルパーを市基準の訪問

型サービスにおいて活用するため、市基準の訪問型

サービスを提供する事業所に所属してもらうことを

検討します。通所型サービスについては、市デイサ

ービス認定サブスタッフ養成事業にて養成されたサ

ブスタッフを、市基準の通所型サービスに活用する

ため、将来的には人員基準に組み込むことを検討し

ます。 

 また、地域包括支援センターが要支援者の方等に

対するアセスメントを行い、その状態や置かれてい

る環境に応じて、本人が自立した生活を送ることが

できるようなケアプランを作成します。 

■一般介護予防事業 

 住民主体による高齢者の方の通いの場を拡大して

いくような地域づくりを推進します。また、地域に

おいて自立支援に資する取り組みを推進し、要介護

状態になっても、生きがい・役割をもって生活でき

る地域の実現をめざします。 

＜目標・指標＞ 

適切なケアマネジメントの確認 年１回 

介護福祉課 
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事業名 内容 担当課 

１９ 

介護予防ケアマネジメ

ントの推進 

保険者機能の強化により、要支援者の方等が知識

や能力を生かして社会とのつながりを維持･強化で

きるような介護予防ケアマネジメントを推進しま

す。 

介護福祉課 

２０☆ 

住民主体の活動の推進 

各地域包括支援センターにいる生活支援コーディ

ネーターが中心となって、介護予防につながる活動

等に取り組むボランティアや市民活動団体など、地

域人材の確保･育成に努めます。新たに活動を始めた

い人や団体に向けた活動の立ち上げ支援、組織作

り・拠点作り支援などの推進により、各圏域の実情

に合った住民主体の取り組みを試行し、多様なサー

ビスや通いの場づくりに繋げていきます。 

＜目標・指標＞ 

住民主体の取り組みの試行 4 圏域 

介護福祉課 

 

図表３７ 介護予防・日常生活支援総合事業の利用の流れ 

 

総合事業を利用できる方 
☆要支援１・２の方 
☆チェックリストの結果により 

生活機能の低下が確認された方 
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図表３８ 介護予防・日常生活支援総合事業のサービス 

 

 

 

※ 単価については介護報酬改定により

変更になる可能性がございます。 

●訪問型サービス

市の独自基準による訪問型サービス
国の基準による訪問型サービス

（これまでの介護予防訪問介護と同じサービス）

提供する人

利用できる方 日常生活において、身体的な介助が不要な方 日常生活において、身体的な介助が必要な方

内　容

　自らの機能改善を目的として、ヘルパーとともに日常的
　な家事（掃除や調理）を行うことが中心のサービス
　※自分一人で行うことが難しい生活上の支援を行います。
　※家族のための家事、日常的な家事の範囲を超えること
　　はサービス対象外です。

　自らの機能維持を図るため、日常生活の支援として、身
　体介護を中心としたサービス
　※自分一人で行うことが難しい生活上の支援を行います。
　※家族のための家事、日常的な家事の範囲を超えること
　　はサービス対象外です。

提供時間／回 概ね４５分～６０分程度／回 内容により異なります。

自己負担／月
（目安）

※1割負担の場合
※別途加算がある
　 場合があります。

　○週 １ 回程度の利用　１,２００円／月
　○週 ２ 回程度の利用　２,３９９円／月

　○週 １ 回程度の利用　　　　１,２９１円／月
　○週 ２ 回程度の利用　　　　２,５８１円／月
　○週 ２ 回程度を超える利用が必要な場合
　　　　　　　　　　　　  　　　　　　４,０９３円／月

＊利用に際してはケアプランの作成が必要です。

●通所型サービス

市の独自基準による通所型サービス
国の基準による通所型サービス

(これまでの介護予防通所介護と同じサービス)

提供する事業所

利用できる方 右記のような介助等が不要な方 職員による身体的な介助や常時の見守りが必要な方

内　容

提供時間／回
１時間３０分以上 ３ 時間未満／回

または ３ 時間以上／回
施設により異なります。

自己負担／月
（目安）

※1割負担の場合
※別途加算がある
　 場合があります。

○週 １ 回程度の利用
　　１ 時間３０分以上 ３ 時間未満
　　　　　　　　　　　１,５８３円／月
　　３ 時間以上 　１,６６２円／月
○週 ２ 回程度の利用
　　1時間３０分以上 ３ 時間未満
　　　　　　　　　　　３,２４６円／月
　　３時間以上　　３,４０７円／月

　○要支援 １ 　１,７５９円／月
　○要支援 ２ 　３,６０７円／月

＊利用に際してはケアプランの作成が必要です。

訪問介護事業所のヘルパー

通所介護事業所

運動機能向上プログラム等により身体機能の維持、改善を図ります。
※施設により内容は異なります
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基本目標２ 地域で自立して暮らし続ける仕組みづくり 

 

高齢者の方が住み慣れた地域のなかで、自立して安心した暮らしを続けることができる

よう、在宅の日常生活を包括的に支援するとともに、認知症高齢者等への総合的な支援、

在宅医療と介護との連携等を進め、高齢者の日常生活支援と住みよい地域社会づくりをめ

ざします。 

 

 

 

在宅生活を支援するために、介護保険サービスとあわせ、介護保険外サービスの活用や

民間の地域資源の開発を検討していきます。 

また、そのため地域包括支援センター等の相談支援体制を充実させ、介護保険居宅サー

ビスや地域密着型サービスの充実、介護者支援および住環境の整備を行うなど、在宅生活

支援の充実を図ります。 

 

① 地域に密着したサービスの基盤整備 

介護を必要とする高齢者の方が住み慣れた地域で安心して暮らし続けることができるよ

う、介護保険サービスの利用支援の充実、地域密着型サービスの推進を図ります。 

事業名 内容 担当課 

２１ 

介護保険サービスの利

用支援の充実 

介護サービスを必要とする方が、必要なサービス

を利用できるよう、本人やその家族に対する情報提

供・相談支援を充実します。引き続き、制度改正に

則した介護保険パンフレットの配布や介護サービス

利用ガイドブックの作成、ホームページの充実など

を行い、制度の理解を深めるための情報提供に努め

ます。また、利用者の方および介護者の方のみなら

ず、一般高齢者の方に対しても、介護保険制度を正

しく理解していただくような情報提供に努めるとと

もに、地域において高齢者の方やその家族に対する

総合的な相談・支援を行う窓口である地域包括支援

センターの周知を図ります。 

介護福祉課 

 

 

 

事業名 内容 担当課 

基本施策（１） 在宅生活支援の充実 
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２２ 

地域密着型サービスの

推進 

高齢者の方が住み慣れた地域で安心して暮らし続

けることができるよう利用促進に向け、制度周知等

を行い、介護を必要とする方に適切なサービス提供

が行われるよう努めていきます。 

＜目標・指標＞ 

看護小規模多機能型居宅介護利用者数 15 人 

介護福祉課 

 

② 介護保険外サービスの充実 

介護保険サービスと合わせて、在宅生活に関する支援や移送支援に関する介護保険外サ

ービスを充実します。 

事業名 内容 担当課 

２３ 

高齢者保健福祉サービ

スの充実（配食サービ

ス、おむつサービス、

寝具乾燥等） 

市独自で実施している高齢者の方への配食、おむ

つ給付、寝具乾燥等の在宅支援に関するサービスの

充実を図り、必要なサービスの提供に努めます。 

介護福祉課 

２４ 

高齢者等の移動・移送

手段の確保の継続 

※他計画再掲 

CoCo バスを運行し、高齢者の方の通院等の際の

移動を支援します。また、福祉有償運送などの移送

サービスを実施している NPO 等への支援を行いま

す。 

交通対策課 

自立生活支援粿 

 

③ 相談支援の充実 

地域包括支援センターの介護予防ケアマネジメント・包括的支援業務、認知症初期集中

支援等を通して在宅高齢者の方の介護予防・相談支援・地域ケア・認知症高齢者等支援・

医療連携拠点としての機能を充実していきます。 

事業名 内容 担当課 

２５ 

地域包括支援センター

の機能の充実 

４つの圏域に、それぞれ地域包括支援センターを

設置（社会福祉法人等に委託）し、社会福祉士、保

健師または経験のある看護師、主任ケアマネジャー

の３職種等を配置し、次の４つの機能を有します。 

① 多様なネットワークを活用し、地域の高齢者の

実態把握や虐待への対応等を含む総合的な相

談支援 

② 要支援の認定者の方を対象とする予防給付に

関する介護予防のケアマネジメントおよび総

合事業に関する介護予防ケアマネジメント 

③ 主治医、ケアマネジャー、地域の関係機関と連

携し、包括的・継続的なケアマネジメントがで

きるよう支援 

④ 成年後見人制度利用に関すること、高齢者虐待

の防止、消費者被害の防止対応などの権利擁護 

介護福祉課 
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また、生活体制整備事業における生活支援コーデ

ィネーター、および認知症施策における認知症地域

支援推進員を地域包括支援センター職員が担い、そ

れぞれの事業の運営、実施を行います。 

市介護福祉課包括支援係は、地域包括支援センタ

ーと連携し、地域の高齢者の方への総合的な支援を

行う役割を担います。様々な問題に対応すべくさら

なる充実を図るほか、地域包括支援センターにおけ

る事業の質の自己評価を実施し、介護保険運営協議

会においても点検、評価を実施します。 

 

 

図表３９ 地域包括支援センター機能の全体像 

 

 

 

○高齢化の進展、相談件数の増加等に伴う業務量の増加およびセンターごとの役割に応じた人員体制を強化する。 

○市町村は運営方針を明確にし、業務の委託に際しては具体的に示す。 

○直営等基幹的な役割を担うセンターや、機能強化型のセンターを位置付けるなど、センター間の役割分担・連携を強化し、 

効率的活効果的な運営を目指す。 

○地域包括支援センター運営協議会による評価、PDCA の充実等により、継続的な評価・点検を強化する。 

○地域包括支援センターの取り組みに関する情報公表を行う。 

在宅医療・介護連携 

地域医師会等との連携により、

在宅医療・介護の一体的な提供
体制を構築 

認知症初期集中支援チーム 

認知症地域支援推進員 

早期診断・早期対応等により、認
知症になっても住み慣れた地域

で暮らし続けられる支援体制づく
りなど、認知症施策を推進 

今後充実する業務について
は地域包括支援センターまた
は適切な機関が実施 

＜例＞ 
・基幹的な役割のセンターに

位置付ける方法 

・ほかの適切な機関に委託し
て連携する方法 

・基幹的な役割のセンターと

機能強化型のセンターで分
担する方法  等 

地域包括支援センター 

※地域の実情を踏まえ、基幹的な役

割のセンター（※１）や機能強化型

のセンター(※２)を位置付けるなど

センター間の役割分担・連携を強

化 

包括的支援事業 

介護予防ケアマネジメント 

従来の業務を評価・改善するこ
とにより、地域包括ケアの取り組
みを充実 

市町村  
運営方針の策定・新総合事業の実施・地域ケア会議の実施等 

都道府県  

市町村に対する情報提供、助言、支援、バックアップ等 

※１ 基幹的な役割のセンター 
（直営センターで実施も可） 

たとえば、センター間の総合

調整、他センターの後方支
援、地域ケア推進会議の開
催などを担う 

 
※２ 機能強化型のセンター 

過去の実績や得意分野を踏

まえて機能を強化し、ほか
のセンターの後方支援も担
う 

介護予防の推進 

多様な参加の場づくりとリハビリ

専門職の適切な関与により、高
齢者が生きがいをもって生活で
きるよう支援 

生活支援コーディネーター 

高齢者のニーズとボランティア等
の地域資源とのマッチングによ

り、多様な主体による生活支援を
充実 

地域ケア会議 

多職種協働による個別事例のケ

アマネジメントの充実と地域課題
の解決による地域包括ケアシス
テムの充実 

 

 

 

 

図表調整中 
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④ 安心できる住まい・住まい方の支援 

高齢者の方が、介護が必要になった時に安心して自宅に住み続けることができるように、

相談体制を整えるとともに、バリアフリー化等の住宅改修など、住まいに関する環境整備

を支援します。 

事業名 内容 担当課 

２６ 

住宅改修相談事業の推

進 

高齢者の方の身体機能の低下に伴い、適切な住宅

改修ができるよう、一級建築士等が訪問や面接等に

より、住宅改修の相談・助言を行います。また、介

護支援専門員とも連携を取りながら、介護保険事業

と高齢者自立支援事業の住宅改修に関する助言を

し、適切な改修を支援します。 

＜目標・指標＞ 

住宅改修相談・助言 年 70 人以上 

介護福祉課 

２７ 

高齢者自立支援住宅改

修給付事業の推進 

住宅改修について、介護保険事業と自立支援住宅

改修給付事業の連携を図り、在宅高齢者の住宅環境

の整備を支援します。住宅改修の助成制度について

周知拡大の工夫に努め、住宅改修の需要に応じるよ

うにします。 

介護福祉課 

２８ 

家具転倒防止器具等取

付の推進 

65 歳以上のひとりぐらし高齢者の方または高齢

者の方のみの世帯の家屋に、家具転倒防止器具を取

り付け、災害時の防災･減災対策を支援します。 

介護福祉課 

２９ 

高齢者住宅の適正な管

理・運営の継続 

※他計画再掲 

現在、借り上げを行っている高齢者住宅について、

引き続き適切な管理・運営を行うとともに、借り上

げ期間が満了する高齢者住宅については、入居者の

方が困窮しないように住宅の確保に努めます。 

まちづくり推進課 

３０ 

公営住宅の情報提供体

制整備の継続 

市内の高齢者住宅や市営住宅の総合的な管理を行

い、市報、ホームページ等で最新の情報を随時提供

します。 

まちづくり推進課 

３１ 

高齢者の新たな住まい

と住まい方の検討 

高齢社会の進展とあわせニーズが高まる高齢者の

方の新たな住まいと住まい方について、サービス付

高齢者住宅等も含めて検討を進めます。 

まちづくり推進課 

３２ 

特別養護老人ホーム整

備の検討 

待機者数の推移を見つつ、特別養護老人ホームの

整備を検討します。 
介護福祉課 
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⑤ 家族介護者への支援の充実 

介護の形態も担い手の形態も多様化し、また、介護離職など介護を取り巻く社会問題が

拡大するなかで、多様な観点からの家族介護者の支援を行います。 

特に認知症の方の介護者の方への支援について、家族も認知症と向き合う当事者である

という視点を踏まえ、精神的側面への支援も含めた重層的な介護者支援を推進します。 

事業名 内容 担当課 

３３ 

介護者の負担軽減の推

進 

高齢者を介護する家族を対象とした相談、介護教

室、交流会、講習会等の機会を通して、情報の共有

化、介護による身体的・精神的負担の軽減を図りま

す。また、緊急を要する理由で介護者の方が介護が

できないときに、介護が必要な方を一時的に施設で

介護します。 

介護福祉課 

４３☆ 

家族介護継続支援事業

の充実 

※本計画再掲 

家族介護継続支援事業等を通して、認知症高齢者

を介護する家族を対象に、交流会や講習会等の機会

を設け、認知症の理解や介護者間での情報を共有し

ます。また、経験談や情報交換、ストレスを発散す

ることで、介護による身体的・精神的負担の軽減を

図るためのネットワークづくりをめざします。 

介護福祉課 

 

図表４０ 家族支援のイメージ 

 

 
相談、情報提供 
認知症の理解促進、本人の
状態に応じたサービスに関
する情報提供、家族介護者
の精神的負担の軽減 

交流・ネットワーク 
 

 

家族介護者同士の交流、情報交換、
ストレスの発散、市内のＮＰＯ法人と
の連携等、ネットワークづくりなどを
目的とした家族介護継続支援事業 

介護教室、講習会 

 
支援のポイントの理解促
進、家族介護者の身体的・
精神的負担の軽減、「介護
者手帳」の活用 

ショートステイ 
緊急を要する理由で介護者
が介護できない時など、介
護が必要な方を施設で一時
的に介護 

地域の支援 
認知症サポーター、研修を
受けたボランティアが自宅
を訪問して話し相手になる
やすらぎ支援など 

本人 家族 

介護者 

チームケア 

 認知症初期集中支援チー
ム、認知症地域支援推進員
連絡会など 

働き方改革 

 ワーク・ライフ・バランスの
推進や介護休業の利用促
進など、介護離職の防止 
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「認知症施策推進総合戦略（新オレンジプラン）」の７つの柱に立ち、認知症の方やその

家族の視点を重視し、認知症への理解を深め、認知症高齢者等にやさしい地域づくりを総

合的に支援します。 

 

① 認知症施策の推進と理解の醸成 

幅広い世代の市民の方に対し、認知症の理解促進の充実を図ります。また、認知症施策

事業推進委員会において認知症施策の現状や今後の取り組みについて検討し、各種事業等

に反映していきます。 

事業名 内容 担当課 

３４ 

認知症の理解促進の充

実 

認知症になっても地域で住み続けるために、本

人・家族・地域住民の認知症に関する知識・理解を

深めます。幅広い世代を対象に認知症サポーター養

成講座の充実を図ります。また、認知症の状態に応

じ適切なサービスの流れを明らかにした「認知症ケ

アパス」の活用を図ります。そのほか、認知症講演

会を実施し、認知症に関する普及啓発を実施します。 

＜目標・指標＞ 

認知症サポーター 年 600 人増 

認知症講演会 年１回実施 

介護福祉課 

３５ 

認知症施策事業推進委

員会の充実 

認知症施策についての現状や今後の取り組みにつ

いて検討し、委員会で出された意見を各種事業等に

反映させていきます。 

＜目標・指標＞ 

認知症施策事業推進委員会 年 2 回実施 

介護福祉課 

  

基本施策（２） 認知症施策の推進 



                                    第４章 施策の展開 

- 249 - 

② 認知症のケア・医療の充実 

認知症の相談体制を充実させ、早期診断・早期対応を軸とした医療・介護等の有機的な

連携により、認知症の容態に応じた適時・適切なケアと医療の提供を支援します。また、

認知症初期集中支援チームの推進など、さらなる事業の充実を図ります。 

事業名 内容 担当課 

３６ 

認知症の相談・支援体

制の充実 

認知症の方とその家族を支援するため、認知症に

関する相談窓口である地域包括支援センターに配置

されている認知症地域支援推進員等のさらなる周知

を図ります。また、徘徊をする高齢者の方を介護す

る家族に対し、位置情報が検知できる発信機を貸与

します。 

＜目標・指標＞ 

発信機貸与 30 件 

介護福祉課 

３７ 

認知症連携会議の充実 

医師会、市、認知症疾患医療センター等で構成。

小金井もの忘れ相談シートや認知症初期集中支援事

業等の活用による医療機関と連携した事例を検討、

また検討を通じて事業の活用方法を参加者に周知す

るとともに連携のさらなる充実を図ります。 

介護福祉課 

３８ 

認知症初期集中支援事

業の充実 

認知症の早期診断・早期対応のために、認知症地

域支援推進員、認知症サポート医によるチームでの

訪問を行います。また今後の支援について検討し、

必要に応じて認知症疾患医療センターおよび地域の

医療機関と連携を図ります。 

介護福祉課 

 

③ 認知症の方と家族を支える地域づくり 

認知症の方と家族を支える地域づくりを進めるための、認知症サポーターの養成、養成

講座修了者の方の活用を図ります。また、認知症の方と家族を支える地域づくりのために、

認知症カフェなどの居場所づくりなど、認知症の方と家族を支える地域づくりを進めます。 

事業名 内容 担当課 

３９ 

認知症サポーター養成

講座の充実 

認知症サポーター養成講座の修了者の方に対し、

フォローアップ講座を実施して、認知症についての

理解を深めてもらうとともに、今後のフォローアッ

プ講座でのボランティア要員としての協力など認知

症に関わる事業への参画へ繋げていき、住民同士に

よる認知症の方への対応について理解を深めていき

ます。 

＜目標・指標＞ 

フォローアップ講座 年１回実施 

介護福祉課 
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事業名 内容 担当課 

４０ 

認知症地域支援推進員

連絡会の充実 

各地域包括支援センターに配置されている、関係

機関の間の連携を図るための支援や認知症の方やそ

の家族を支える相談業務等を行う認知症地域支援推

進員、地域の支援者、市で連絡会を開催し、認知症

地域支援推進員の活動について検討します。また、

連絡会を通じて、認知症地域支援推進員の活動内容

を見直し、各種事業等に反映させていきます。 

＜目標・指標＞ 

認知症地域支援推進員連絡会 月１回実施 

介護福祉課 

４１☆新規 

地域の居場所づくり

（認知症カフェなど）

の実施 

認知症カフェなど認知症の方と家族の居場所づく

りの支援について、地域包括支援センターおよび地

域支援推進員、市内にあるカフェやサロン、社会福

祉協議会、介護事業所、市民団体、NPO、医療機関

等と連携し、地域の実情を考慮しながら、実施に向

けて検討していきます。 

介護福祉課 

４２ 

やすらぎ支援（認知症

高齢者家族支援活動）

の充実 

軽度の認知症状が見られるおおむね 65 歳以上の

方などに対し、認知症についての研修を受けたボラ

ンティアが自宅を訪問し、話し相手となり、本人へ

の働きかけを行うとともに、その間、家族が介護か

ら離れる時間を提供します。ボランティアおよび家

族の交流の場を設け、出された意見を今後の事業の

充実に活かしていきます。 

＜目標・指標＞ 

交流会 年１回以上の実施 

介護福祉課 

４３☆ 

家族介護継続支援事業

の充実 

家族介護継続支援事業等を通して、認知症高齢者

を介護する家族を対象に、交流会や講習会等の機会

を設け、認知症の理解や介護者間での情報を共有し

ます。また、経験談や情報交換、ストレスを発散す

ることで、介護による身体的・精神的負担の軽減を

図るためのネットワークづくりをめざします。 

介護福祉課 
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図表４１ 認知症施策について 

 軽度認知障害（MCU）～初期 
 

認知症の疑い～日常生活は自立 

中期 
 

誰かの見守りが 

あれば生活は自立 

中期以降 
 

日常生活に手助

け・介助が必要 

社会参加・

予防 

就労・ボラ

ンティア

センター 

介護予防教室 町会・サロン 初期の生活を無理のない範囲で続ける 

医療 かかりつけ医 

認知症サポート医 

かかりつけ歯科医師 

かかりつけ薬局 

認知症の確定診断 

認知症専門

外来 

認知症初期集

中支援チーム 

病院 

訪問歯科診療 

在宅医療 

介護 地域のサービス（やすらぎ支援、ふ

れあい収集事業、特別生活援助など） 

 

介護保険の申請    認定結果 

 

精神保健福祉手帳の申請 

障害福祉サービスの利用 

介護保険の利用 

要介護１～５ 

→介護サービスの利用 

要支援・非該当・総合事業対

象者 

→介護予防支援・生活支 

援サービス事業の利用 

介護保険の利用 

居宅療養管理指導 

自宅で利用 

一時的入所等 

地域密着型サービス 

入居（高齢者住宅・サービス付高齢者向

け住宅・有料老人ホーム等） 

自宅で暮らす 高齢者住宅：サービス付高齢

者向け住宅、有料老人ホーム

等 

入居：高齢者住宅・サービス付高齢者向

け住宅、有料老人ホーム等 

家族支援 

見守り支援 

地域包括支援センター 小金井市介護福祉課 

食の自立支援 ひと声訪問 ふれあい収集 友愛活動員の訪問 

やすらぎ支援 高齢者地域福祉ネットワーク 緊急通報システム 

GPS貸与等 

家族会：家族介護継続支援 認知症カフェ 

初期からのサービスを続けて利用 

おむつサービス 

権利擁護 成年後見制度・地域福祉権利擁護事業 

（本人の権利が侵害されている場合）警察・地域包括支援センター・介護福祉課 

消費者被害（小金井市消費生活相談室） 

特殊詐欺（小金井警察署） 

資料：「認知症安心ガイドブック」（平成 29 年 7 月） 

 

 

 

図表調整中 
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高齢者の方が住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるために、在宅医療と介護の連

携による相談体制や介護・医療機関等も含めたサービス提供体制を強化し、切れ目ないサ

ービス提供体制の実現に努めます。 

 

① 在宅医療をサポートする体制づくり 

小金井市医師会と連携し、在宅医療・介護連携支援室を通じて、関係機関を対象とした

相談や研修、情報の共有・ネットワークを通した顔の見える関係づくりを進めていきます。 

事業名 内容 担当課 

４４ 

在宅医療・介護連携支

援室の充実 

医療と介護のサービスが包括的かつ継続的に提供

されるために、医療機関、薬局、地域包括支援セン

ター、介護サービス事業所等の関係機関を対象に相

談対応や研修の実施等により関係機関同士の連携を

図ります。 

介護福祉課 

４５ 

在宅医療・介護連携推

進会議の充実 

医療と介護の連携推進について、会議を開催し、

医師会、歯科医師会、薬剤師会等を含んだ各関係機

関の代表が委員となり課題を抽出、検討することで、

さらなる連携の推進を図り、医療と介護の切れ目の

ないサポートを充実させます。 

＜目標・指標＞ 

在宅医療・介護連携推進会議 年 3 回実施 

介護福祉課 

 

② 在宅医療・介護連携のための情報共有 

在宅医療・介護連携のために、在宅介護医療資源マップの作成や在宅医療・介護に係る

多職種連携の研修会を開催し、ICT の活用による効率的、効果的な医療・介護情報の共有

について検討を進めます。 

事業名 内容 担当課 

４６ 

在宅医療資源マップの

充実 

医療資源を調査し、医療資源マップとしてまとめ、

市民および各関係機関へ配布し、医療資源の普及啓

発を行い、在宅医療の推進を図ります。第７期中に

内容を見直し、より充実したマップの作成を図りま

す。 

介護福祉課 

 

 

 

基本施策（３） 在宅医療と介護の連携の推進 
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事業名 内容 担当課 

４７ 

在宅医療・介護多職種

連携の研修会の充実 

医療機関、薬局、地域包括支援センター、介護サ

ービス事業所等の関係機関を対象に顔の見える関係

づくりをめざし研修を行います。また、医療・介護

関係者の方向けに医療と介護の連携に関する研修を

実施し、さらなる連携の推進を図ります。 

＜目標・指標＞ 

関係機関向け研修会 年１回実施 

医療・介護関係者向け研修会 年 3 回実施 

介護福祉課 

 

③ 在宅医療のための市民啓発 

在宅医療に対する不安や疑問を解消し、その普及啓発を図るために、情報提供やリーフ

レットの発行、講演会などを開催して、市民啓発に努めます。 

事業名 内容 担当課 

４８ 

在宅医療リーフレット

の充実 

在宅医療に関するリーフレットを市民の方および

各関係機関へ配布し、普及啓発を図ります。第７期

中に内容を見直し、市民の方がより理解しやすいも

のに改良していきます。 

介護福祉課 

４９ 

在宅医療に関する市民

啓発（市民向け講演会）

の充実 

市民の方向けに在宅医療に関する理解を深める内

容の講演会を実施し、普及啓発を図ります。 

＜目標・指標＞ 

講演会 年１回実施 

介護福祉課 
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総合事業の開始に伴い、地域ケア会議、協議体（１層・２層）の取り組みにより、生活

支援体制の整備を推進します。 

 

① 生活支援体制整備事業の推進 

市内４つの日常生活圏域ごとに配置された生活支援コーディネーターを中心として、ほ

かの専門職とも連携しながら、地域課題の解決に向けた生活支援体制の整備、地域資源の

開発を進めていきます。 

事業名 内容 担当課 

５０ 

地域課題解決方法の協

議（地域ケア会議）の

充実 

生活支援体制整備事業第１層・第 2 層協議体およ

び各日常生活圏域で行われた小地域ケア会議で出さ

れた地域課題について検討し、市全体で解決に向け

て取り組む必要がある課題については、市全体レベ

ルの地域ケア会議にて検討を行い、課題を施策に反

映します。 

介護福祉課 

５１ 

生活支援コーディネー

ターによるマッチング

やネットワークづくり

の充実 

各地域包括支援センターに配置されている生活支

援コーディネーターが中心となって、高齢者の方の

ニーズを把握し、地域資源のマッチングを行うとと

もに、担い手や居場所づくりの創出に努めます。ま

た、地域資源をまとめた情報冊子を作成し、毎年情

報を更新し、地域の高齢者に情報提供します。その

ほか、社会福祉協議会に配置されている地域福祉コ

ーディネーターとも連携し、多世代に共通したニー

ズにも対応していきます。                            

介護福祉課 

５２ 

地域で活動する担い手

育成の推進 

市デイサービス認定サブスタッフ養成事業を事業

所の協力のもと実施し、介護予防や地域について学

びながら、デイサービスで職員の補助として活動す

る元気な高齢者の方（サブスタッフ）を各協力事業

所に配置することをめざします。養成されたサブス

タッフは、デイサービスにおいて通所型サービスの

担い手として活動します。また、市認定ヘルパー養

成事業も実施し、市が独自に実施する研修（高齢者

の方の基礎知識や家事援助の技術など）を受けた認

定ヘルパーを養成します。養成された認定ヘルパー

は、訪問型サービスの担い手として活動します。 

＜目標・指標＞ 

サブスタッフを各協力事業所に 5 人以上配置 

介護福祉課 

 

 

基本施策（４） 生活支援体制整備の推進 
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事業名 内容 担当課 

５３☆ 

生活支援体制整備に係

る地域活動支援の充実 

各地域包括支援センターに配置されている生活支

援コーディネーターが、住民が行う高齢者の方のた

めの地域資源立ち上げや運営などについて、各種情

報提供や相談等を受けます。 

介護福祉課 

 

図表４２ 生活支援体制のイメージ 

  市全域（第１層） 

 

 
支援を必要とする高齢者の把握 

 
地域づくりを視野に入れ

た介護予防、生活支援 

 
関係機関との 

ネットワーク 

 
ボランティアとの 

ネットワーク 

連携 

連携 

日常生活圏域（第２層） 

担い手や居場所づくりの創出 

小地域ケア会議 

連携 

 

  

ボランティア 

福祉施設 

シルバー 
人材センター

民生委員 

自治会・町会 
隣近所 

大学・学校

家族・親族

消防 

悠友クラブ 

医療機関 

子ども家庭 
支援センター

NPO 

地域資源のマッチング 

 

 
 

市認定 
ヘルパー 

 
介護事業者の 

ネットワーク 

 
民生委員・児童委員の 

ネットワーク 

 

さくら体操 
リーダー 

 

認知症 
サポーター 

 

 

 

 

 

 

図表調整中 



Ⅳ 第 7 期介護保険・高齢者保健福祉総合事業計画                                             

- 256 - 

基本目標３ 地域の支え合いの輪の拡充 

 

高齢者の方が、地域で安心・安全に暮らしていくことができるよう、福祉意識の醸成や

地域で互いに支え合う仕組みづくりをめざします。  

 

 

  

高齢者の方が、地域で安心・安全に暮らしていくことができるよう、日常生活圏域ごと

の地域作りを通して、地域で互いに支え合う仕組みをづくりをめざします。また、そのた

めのボランティアや担い手の育成も進めます。 

 

① 地域づくりの推進 

日常生活圏域ごとに、生活支援体制整備事業第 2 層協議体において地域課題を検討し、

地域づくりを視野に入れた介護予防、生活支援の推進を図ります。地域包括支援センター、

社会福祉協議会、介護事業所、市民団体、NPO、医療機関等との連携により、地域の居場

所をつくることをめざします。 

事業名 内容 担当課 

５４ 

日常生活圏域別地域づ

くりの推進 

生活支援体制整備事業第２層協議体において、市

全体と各日常生活圏域の地域課題を検討し、地域づ

くりを視野に入れた介護予防、生活支援の推進を図

ります。 

介護福祉課 

５０ 

地域課題解決方法の協

議（地域ケア会議）の

充実 

※本計画再掲 

生活支援体制整備事業第１層・第２層協議体およ

び各日常生活圏域で行われた小地域ケア会議で出さ

れた地域課題について検討し、市全体で解決に向け

て取り組む必要がある課題については、市全体レベ

ルの地域ケア会議にて検討を行い、課題を施策に反

映します。 

介護福祉課 

５５☆新規 

地域の居場所づくり

（カフェ、サロンなど）

の実施 

地域の居場所づくりについて、市内の地域包括支

援センター、社会福祉協議会、介護事業所、市民団

体、NPO、医療機関等と連携し、分析を行い、今後

の地域の居場所づくり（カフェ・サロンなど）の実

施を進めます。 

＜目標・指標＞ 

地域の居場所を各圏域１つ以上 

介護福祉課 

② ボランティア活動支援 

ボランティア等の育成や研修などを、社会福祉協議会と連携して推進します。 

基本施策（１） 地域づくり・支え合い活動の推進 
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また、元気な高齢者の方を対象に、ボランティア活動を通じて健康増進、介護予防およ

び社会参加活動を推進するために、介護支援ボランティア事業を推進します。 

事業名 内容 担当課 

１２☆ 

さくら体操の推進 

※本計画一部再掲 

市内在学・在勤で講座終了後週 1 回程度活動でき

る方を対象に、介護予防の基礎知識を広く習得し、

さくら体操の自主グループで活動するボランティア

（介護予防リーダー）を養成する講座を年 1 回実施

します。 

＜目標・指標＞ 

介護予防リーダー養成 年 10 人以上 

介護福祉課 

５６ 

ボランティアセンター

での活動支援の継続 

※他計画再掲 

社会福祉協議会にてボランティアセンターを設置

し、ボランティア活動の情報提供、活動支援を行い

ます。 

地域福祉課 

５７☆ 

介護支援ボランティア

ポイント事業の推進 

65 歳以上の元気な高齢者の方を対象にボランテ

ィア活動を通じて、自身の健康増進、介護予防およ

び社会参加活動を推進するための介護支援ボランテ

ィアポイント事業について、登録者の方を増やすと

ともに、参加事業所も増やし、事業の拡充を図りま

す。 

＜目標・指標＞ 

登録者 400 人以上 

参加事業所 30 事業所以上 

介護福祉課 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
基本施策（２） 高齢者の見守り支援の充実 
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ひとりぐらし高齢者等の孤独感、不安感の軽減と安否確認を図ります。民間事業者等と

の連携を進めるとともに、民生委員、町会・自治会活動等、隣近所のつながりにより高齢

者の方の安心・安全を確保する活動を支援します。 

 

① 行政による見守り支援 

疾病を抱える高齢者の方やひとり暮らしの高齢者の方等が安心して暮らし続けることが

できるよう、万一の際に備え、緊急通報システムの貸与、高齢者の方の実態把握や見守り

支援の協力体制づくり、避難行動要支援者の支援体制の充実を図ります。 

事業名 内容 担当課 

５８ 

緊急通報システム・火

災安全システム機器の

貸与の推進 

65 歳以上のひとり暮らし、65 歳以上のみ世帯

（日中又は夜間のみ独居も可）で、慢性疾患などで

常時注意が必要な方に、利用者の要望に応じ無線発

報器および火災安全システム機器等を貸与します。 

介護福祉課 

５９ 

高齢者地域福祉ネット

ワーク事業の充実 

※他計画再掲 

地域の相談役として市民と行政、関係機関との橋

渡しの役割を担う民生委員が、対象者の方本人の意

思確認のうえ作成した、対象者の方本人の個人情報

や家族の緊急連絡先などが記載された個人票をもと

に、市が対象者の方の緊急連絡先を把握し、必要に

応じて、関係機関等へ情報提供を行い、情報共有を

図ることで、高齢者の方の実態把握や見守り、支援

の協力体制をつくります。 

地域福祉課 

介護福祉課 

６０ 

高齢者見守り支援事業

の推進 

ひと声訪問、友愛活動、高齢者福祉電話の貸与に

より、ひとり暮らし等の安否確認を推進します。 

＜目標・指標＞ 

友愛活動活動員５人 

友愛活動利用者数１０人 

介護福祉課 

６１ 

避難行動要支援者支援

体制の充実 

※他計画再掲 

災害時等に自力で避難することが困難で、家族等

の支援を受けられない高齢者の方等を「避難行動要

支援者」として、避難行動要支援者名簿を作成し、

災害に備えた地域の協力体制づくりのために必要な

情報として、市の関係部署、消防署、民生委員等関

係機関と共有します。 

また、避難行動要支援者の方に対して、地域の方

に「支援者」となっていただき、見守りや安否確認、

避難支援の体制を整備し、安心して暮らせるまちづ

くりをめざすためのモデル地区事業を実施してお

り、このモデル地区事業の推進を通じ、支援体制の

さらなる充実を図ります。 

地域福祉課 
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② 地域のネットワーク 

高齢者の方の孤独感や不安感の軽減および安否確認のため、見守り体制の確立に努めま

す。 

事業名 内容 担当課 

６２ 

事業者との連携による

見守りの推進 

地域から孤立しがちな高齢者の方が、安心して暮

らせる地域社会の構築のために、民間事業者等と連

携し、見守りが必要な高齢者の方の発見や安否確認

に努めます。市内の商店等に協力を依頼し、見守り

協定がより地域性の高いものにします。 

＜目標・指標＞ 

協定事業者数の増加 

介護福祉課 

 

２０☆ 

住民主体の活動の推進 

※本計画再掲 

各地域包括支援センターにいる生活支援コーディ

ネーターが中心となって、介護予防につながる活動

等に取り組むボランティアや市民活動団体など、地

域人材の確保･育成に努めます。新たに活動を始めた

い人や団体に向けた活動の立ち上げ支援、組織作

り・拠点作り支援などの推進により、各日常生活圏

域の実情に合った住民主体の取り組みを試行し、多

様なサービスや通いの場づくりに繋げていきます。 

＜目標・指標＞ 

住民主体の取り組みの試行４圏域 

介護福祉課 

６３ 

見守り支援の協力体制

の検討 

認知症高齢者の所在が不明になるなど緊急時に地

域福祉関係者等が中心となって、地域で捜索に協力

できる見守り支援の協力体制を検討するとともに、

引き続き、各関係機関との連携強化を図ります。 

介護福祉課 
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高齢者の方を対象とした消費者被害を未然に防止するよう努めます。 

また、判断力が低下した高齢者の方のために、財産の管理、福祉サービスの契約問題等

について、法的な支援や保護に努めます。 

高齢者の方の尊厳の保持にとって虐待を防止することは極めて重要であることから、高

齢者虐待の防止、養護者に対する支援に努めます。 

 

① 権利擁護事業の推進 

ひとりぐらしや高齢者のみの世帯が増加する中で、財産を失ったり、債務を負ったりす

る被害が増加しています。高齢者の方の財産管理、福祉サービスの契約など、高齢者の方

の権利が侵害されないような援護体制を整備します。 

事業名 内容 担当課 

６４ 

消費者被害の防止の推

進 

高齢者の方および高齢者の周囲の方（見守り協力

者）向けに消費者講座を開催し、悪質商法の最新手

口や対処法についての周知や注意喚起を行います。

また、地域包括支援センター、介護サービス事業所、

市介護福祉課及び消費生活相談室等の関係機関が協

力して情報共有を含めた協力体制を促進し、高齢者

の方の消費者被害防止のための体制強化を図りま

す。 

介護福祉課 

経済課 

６５ 

福祉サービス苦情調整

委員制度の継続 

※他計画再掲 

福祉サービスに対する市民の方からの苦情に公平

かつ適正に対応し、信頼性と福祉の向上をめざすこ

とを目的として設置された福祉オンブズマン制度に

ついて周知を図ります。 

地域福祉課 

６６ 

権利擁護センター利用

の推進 

※他計画再掲 

権利や財産を守ること等を目的とし、認知症高齢

者や要介護高齢者等で判断能力に不安のある方に対

し、成年後見制度推進事業や地域福祉権利擁護事業

（日常生活自立支援事業）を行っている権利擁護セ

ンターの利用の推進を図ります。 

地域福祉課 

 

基本施策（３） 権利擁護の推進 
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② 高齢者虐待防止対策の推進 

虐待を受けた高齢者の方の迅速かつ適切な保護等を実施できるように、市、関係機関、

民間団体等が連携し対応します。 

事業名 内容 担当課 

６７ 

高齢者虐待防止の推進 

虐待を受けた高齢者の方を適切に保護するため、

関係機関等と連携し、迅速な対応ができる体制を整

備します。また、「小金井市高齢者虐待対応マニュア

ル」を活用するほか、市民の方に対しても市報等に

より、高齢者の方の虐待についての啓発や虐待対応

窓口の周知を図ります。高齢者の方の虐待が疑われ

る場合は、一時的に介護の必要な高齢者の方を保護

し、養護者の方に対しては、介護負担軽減等の適切

な支援を図ります。 

介護福祉課 
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第５章 介護保険事業の推進（第7期介護保険事業計画） 
 

 

 

 

 

 

第１節 計画の考え方 

 
第２節 自立支援・介護予防・重度化防止に係る取り組みと目標 

 

第３節 介護給付の適正化 
 

第４節 介護保険サービスの見込量推計 

 
第５節 施設整備に関する推計 
 

第６節 サービス見込量を確保するための方策 
 

第７節 介護保険制度を円滑に運営するための方策 

 
第８節 第 1 号被保険者の介護保険料 

 

第９節 医療計画等との整合性の確保 

 

調整中 
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第６章 計画の推進 
 

 

 

 

 

 

 調整中 


